
制
定
の
歴
史
を
適
L
て
見
た
る
帝
国
憲
法
の
本
義
（
空
 
 

清
 
水
 
谷
 
隆
 
蒐
 
 

五
 
 

明
治
九
年
の
観
音
剋
創
勅
語
に
依
っ
て
節
仙
段
階
に
入
っ
た
憲
法
制
定
の
準
備
過
程
は
、
明
治
十
凶
年
の
園
舎
開
設
勅
諭
烏
依
っ
 
 

て
鋳
二
の
段
階
に
入
つ
た
。
従
来
は
唯
漠
然
と
約
束
さ
れ
、
準
備
さ
れ
て
ゐ
た
に
過
ぎ
ぬ
藩
政
は
、
之
に
依
っ
て
賛
鴻
期
が
確
約
さ
 
 

れ
、
此
の
時
よ
り
展
蟄
に
準
備
に
着
手
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
囲
命
開
設
の
勅
諭
と
い
ふ
の
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
 
 
 

験
他
宗
二
千
尤
百
有
飴
年
ノ
沌
緒
ヲ
嗣
キ
中
古
紐
ヲ
解
ク
ノ
乾
綱
ヲ
振
張
シ
大
政
ノ
統
「
ヲ
線
撹
シ
叉
夙
二
立
憲
ノ
政
牌
ヲ
建
 
 
 

テ
後
世
子
孫
緩
ク
ヘ
キ
ノ
菜
ヲ
馬
サ
ン
コ
ト
ヲ
期
ス
耕
一
l
明
治
八
年
三
光
老
院
ヲ
設
ケ
十
仙
年
二
府
願
愈
ヲ
閑
カ
シ
ム
此
レ
憤
 
 
 

漸
次
基
ヲ
創
メ
序
二
楯
テ
歩
ヲ
進
ム
ル
ノ
過
ご
由
ル
ニ
非
サ
ル
ハ
無
シ
爾
布
衆
亦
験
力
心
ヲ
諒
ト
セ
ン
 
 
 

麒
ル
三
止
閲
／
慣
観
各
宜
キ
ヲ
殊
ニ
ス
非
常
ノ
寄
柴
賛
三
種
蓼
二
便
ナ
ラ
ス
我
蹴
我
宗
照
臨
シ
テ
上
－
こ
聖
上
還
烈
ヲ
螢
ケ
掛
漠
 
 

商
工
経
済
研
究
 
弟
十
三
巻
弟
一
戟
（
環
㌍
監
）
 
 

制
定
の
歴
史
を
適
し
て
見
た
．
る
帝
国
憲
法
の
本
義
 
 

（
山
）
 
 
】
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第
十
三
巻
 
第
一
沢
 
 

六
こ
）
 
こ
 
 
 

ヲ
弘
メ
古
今
ヲ
攣
飽
シ
断
シ
テ
之
ヲ
行
フ
資
脱
力
聖
夜
り
警
明
治
二
七
三
年
ヲ
期
シ
議
員
ヲ
召
シ
囲
禽
ヲ
開
キ
以
テ
耽
れ
 
 
 

跡
蕊
テ
成
サ
ン
ト
ス
今
夜
廷
臣
備
品
シ
恨
ス
ニ
時
日
≠
以
1
㌃
際
立
ノ
警
常
ラ
シ
ム
共
糾
出
際
収
量
テ
ハ
験
親
ラ
衷
ヲ
 
 
 

裁
シ
時
－
1
及
テ
公
布
ス
ル
桝
ア
ラ
ン
ト
ス
股
惟
フ
ユ
人
心
準
ム
訂
隠
シ
テ
時
愈
速
ナ
ル
ヲ
兢
フ
浮
首
相
助
カ
シ
皆
；
大
計
㌢
 
 
 

温
ル
是
レ
官
シ
ク
今
二
冬
ア
誤
訓
ヲ
明
敏
シ
以
テ
朝
野
駄
璧
公
布
ス
ヘ
シ
若
シ
仇
ホ
披
ラ
三
躁
急
ヲ
辞
ヒ
乳
欒
ヲ
煽
シ
囲
安
 
 
 

㌢
昏
み
ル
モ
ノ
ア
ラ
八
鹿
ス
ル
ニ
臨
地
（
ヲ
以
テ
升
へ
シ
特
三
讐
妄
筑
シ
爾
有
衆
千
絵
ス
。
 
 

率
勅
 
 

太
政
大
臣
 
三
 
傑
 
瞥
∵
吏
∴
 
 

此
の
段
階
に
於
て
は
憲
汝
解
伴
の
資
料
と
な
る
も
の
が
観
る
′
多
い
？
隕
で
も
汲
も
重
蓼
な
い
の
町
、
上
掬
勅
諭
の
炊
恐
を
促
進
 
 

し
、
購
釆
の
憲
法
の
内
容
を
確
定
し
た
十
四
年
の
政
欒
で
あ
る
。
 
 

十
凶
年
の
敦
欒
と
い
ふ
の
は
、
政
府
が
明
治
二
年
以
来
宮
棚
の
国
費
を
慧
ぐ
込
む
で
迫
り
上
げ
に
北
海
道
開
拓
使
の
朗
有
柑
建
物
 
 

艦
船
製
造
品
由
酪
、
僅
か
に
参
拾
八
篤
胤
、
そ
れ
孟
…
利
息
望
十
年
年
射
で
銅
眉
貿
易
商
脅
に
都
下
を
許
可
し
た
事
件
に
封
し
、
 
 

鴬
々
と
し
て
起
っ
た
螢
蜘
的
反
封
を
、
大
隈
二
派
の
政
府
厩
覆
陰
謀
な
り
と
し
て
彼
等
を
政
府
よ
り
放
逐
し
た
事
件
で
あ
る
。
併
 
 

し
、
こ
の
排
下
問
題
は
、
賓
は
プ
レ
の
政
腰
を
捲
き
起
し
た
誘
因
に
起
首
な
い
の
で
、
そ
の
原
因
は
ー
郵
に
大
隈
が
宥
栖
川
左
大
臣
心
 
 

耳
を
通
し
て
上
呈
し
た
「
奏
法
」
に
あ
る
。
喜
を
以
て
表
せ
ば
、
大
隈
を
除
く
甜
参
議
等
ほ
■
、
憲
政
・
S
蜜
施
別
報
其
の
内
容
に
闘
＼
 
 

ん
、
大
儀
と
所
見
を
異
に
し
、
大
隈
は
、
開
拓
使
官
有
物
排
下
問
萄
を
利
用
し
、
政
府
を
赦
慰
し
て
∵
奏
議
」
に
含
ま
れ
た
自
己
 
 

の
藩
札
を
行
は
ん
と
す
る
も
の
だ
と
考
へ
た
の
で
あ
る
。
「
奏
法
」
並
政
欒
の
粧
締
は
次
の
通
で
あ
る
。
 
 

粟   
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見
よ
り
発
、
元
老
院
は
命
を
受
け
て
寄
港
の
草
案
を
起
草
し
た
。
し
か
し
、
岩
倉
等
は
之
に
不
満
で
あ
つ
た
の
で
、
政
府
自
ら
の
 
 

手
に
於
て
憲
嘩
を
起
草
す
べ
く
着
々
準
備
し
て
ゐ
㌔
然
る
に
争
の
方
針
す
ら
未
だ
定
ま
ら
ざ
み
に
懲
り
、
民
間
の
遊
動
は
滴
々
機
 
 

卑
 
 

烈
と
な
つ
て
釆
た
。
此
脆
に
於
て
政
府
も
愈
々
自
ら
の
意
見
を
確
立
す
る
の
必
要
を
感
じ
、
天
皇
に
上
奏
し
指
診
議
を
し
て
其
の
意
 
 

見
を
上
ら
し
む
る
こ
と
に
し
た
ゥ
持
参
議
は
神
路
絢
に
隠
じ
概
々
意
見
を
上
つ
㌔
と
こ
ろ
が
大
隈
猫
ト
音
札
を
上
ら
な
い
の
で
、
 
 

天
皇
は
有
榊
川
宮
を
通
じ
て
督
促
せ
し
習
っ
れ
に
。
す
る
と
、
大
隈
は
「
御
前
に
召
さ
れ
た
時
に
親
し
く
書
上
す
る
」
皇
ろ
で
、
 
 

豊
田
に
依
る
意
見
の
開
陳
を
回
避
し
た
。
併
し
へ
天
皇
は
之
を
躇
さ
せ
給
は
な
か
っ
た
の
セ
、
巳
む
な
く
倉
見
警
毒
し
、
十
四
年
 
 

主
月
宮
ぉ
通
し
で
之
一
曾
上
つ
た
。
是
が
「
奏
議
」
で
あ
る
。
 
 
 

奏
議
の
全
文
は
後
摘
の
通
で
あ
る
が
、
を
の
要
旨
は
次
の
緒
鮎
に
あ
㌢
 
 
 

て
二
圃
議
－
掟
の
開
立
は
時
械
既
に
熟
せ
る
を
以
て
、
速
に
開
立
の
年
月
を
布
告
し
、
窓
法
の
制
定
及
議
事
堂
の
創
築
に
着
手
せ
ら
 
 

る
べ
き
こ
と
 
 
 

一
、
無
法
は
疾
裁
を
以
て
制
定
せ
ら
る
べ
き
こ
と
 
 

一
、
憲
法
は
十
四
年
申
に
制
定
し
、
同
年
末
又
は
十
五
年
常
に
公
布
せ
ら
か
べ
き
こ
と
 
 
 

】
、
議
員
は
十
五
年
末
に
挟
撃
し
、
閣
議
院
は
十
六
年
首
を
以
で
開
立
せ
ら
る
べ
さ
こ
と
 
 
 

て
議
院
内
閣
制
に
依
り
、
閑
談
院
に
多
数
を
占
む
る
政
某
の
首
領
を
以
て
内
閣
を
組
織
ヤ
し
め
ら
る
べ
き
こ
と
 
 
 

∵
、
姦
議
、
各
省
卿
、
輔
、
諸
局
長
、
侍
講
、
侍
従
長
等
を
政
篤
官
、
其
の
他
を
永
久
官
と
し
・
政
義
官
の
外
議
員
を
簸
ね
し
め
 
 

制
定
の
磨
ぬ
を
通
し
て
見
た
る
静
観
憲
法
の
本
義
 
 

（
〓
）
 
 
≦
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ざ
る
こ
と
 
 
 

仙
、
現
内
閣
を
以
三
政
蒐
を
親
政
し
、
園
議
院
開
立
の
年
〃
公
布
後
に
於
て
、
速
に
施
政
の
主
義
を
見
め
ら
る
べ
き
こ
と
 
 
 

大
隈
は
こ
の
輿
論
を
有
栖
川
宮
に
託
す
る
に
懲
り
、
奏
璽
糾
は
何
人
に
も
示
さ
ゞ
る
べ
き
こ
と
を
以
て
し
た
が
、
官
は
姦
後
軍
 
 

の
貴
大
な
る
に
驚
き
、
之
を
三
億
と
岩
倉
に
示
し
富
後
、
御
前
へ
上
ら
れ
た
。
示
さ
れ
王
二
雇
や
碧
倉
の
驚
い
た
こ
と
は
無
論
で
 
 

ぁ
る
。
そ
こ
で
、
岩
倉
は
l
ニ
條
と
相
談
の
上
、
右
奏
議
の
取
下
げ
を
厩
ひ
、
伊
藤
に
之
を
見
せ
し
め
た
。
伊
藤
は
之
を
見
て
梱
度
に
 
 

（
一
）
 

（
二
）
 
憤
慨
し
た
。
伊
藤
が
何
故
か
う
憶
鹿
し
た
か
は
明
か
で
な
い
が
、
彼
が
岩
倉
に
法
っ
た
書
簡
、
岩
倉
の
「
踵
右
臼
胚
霊
巳
等
よ
り
推
 
 

論
す
る
と
、
伊
藤
の
腹
は
悠
う
で
も
あ
つ
た
ら
う
か
と
思
は
れ
る
。
 
 
 

「
大
隈
は
十
四
年
末
迄
に
態
疲
を
制
定
し
、
十
六
年
首
に
は
議
禽
を
開
設
↓
よ
う
と
し
て
ゐ
る
が
、
図
鱒
の
何
た
る
か
を
も
桝
へ
 
 

す
、
外
観
の
憲
法
を
そ
の
随
躍
り
入
れ
て
、
挽
急
に
怒
法
を
制
定
せ
ん
と
す
る
こ
と
に
は
、
紀
封
に
同
意
出
来
な
い
。
そ
れ
も
和
め
 
 

よ
り
意
見
の
相
違
と
い
∴
の
誓
昌
む
を
得
な
い
が
、
轟
に
自
分
が
自
分
の
建
議
を
彼
れ
に
示
し
た
際
に
は
、
彼
れ
は
自
分
に
同
意
 
 

の
旨
星
口
ヘ
て
退
き
な
が
ら
、
今
密
か
に
か
～
る
秦
議
を
す
る
。
是
は
自
分
に
封
し
て
情
義
を
破
る
も
の
で
あ
る
。
自
分
は
大
隈
の
 
 

意
芯
の
あ
る
と
こ
ろ
を
諒
解
す
る
に
苦
し
む
。
著
し
ぺ
隈
が
何
鹿
追
も
自
分
の
主
張
を
行
は
ん
と
す
る
な
ら
ば
、
共
に
腐
食
に
託
ち
 
 

て
事
を
行
ふ
こ
と
は
出
来
な
い
。
」
 
 

兎
も
角
、
伊
藤
は
憤
激
し
て
岩
倉
に
酢
意
を
表
明
し
た
。
併
し
、
此
の
時
は
三
條
岩
倉
の
仲
裁
も
あ
り
、
大
隈
も
伊
藤
に
面
脅
し
 
 

て
他
意
な
き
一
を
述
べ
た
の
で
、
伊
藤
も
那
慮
を
捌
へ
し
共
に
囲
事
に
＝
力
を
致
す
こ
と
ゝ
な
つ
た
。
 
 
 

発
十
二
義
 
第
 
細
 
沢
 
 

（
四
）
 
 
四
 
 

OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ



一
 
票
こ
 
伊
藤
博
文
の
岩
倉
に
挺
り
熟
る
帯
解
（
岩
倉
公
賓
記
下
谷
七
〇
〇
貫
）
 
 

「
…
…
大
隈
此
節
之
建
盈
義
仕
條
過
警
意
鼎
忌
避
諭
こ
テ
三
晶
鈍
晶
久
聖
儲
雪
隠
従
僕
事
㌫
禁
申
且
亦
現
今
撒
衰
 
 

之
大
勢
チ
執
療
仕
備
忘
還
相
違
仕
儀
舐
歴
史
欧
洲
之
沿
革
欒
故
之
彗
想
像
ス
ル
蒜
雷
管
見
ニ
チ
ハ
彼
建
白
こ
戟
ス
蒜
ノ
如
 
 

ク
成
攣
容
易
三
野
得
候
モ
ノ
★
∴
不
存
候
到
底
如
斯
二
大
膿
之
眼
首
背
馳
候
↓
ご
耳
！
琴
幣
且
恐
縮
之
至
二
御
座
候
妄
想
甘
御
讐
 
 

番
組
侯
外
幾
回
熟
考
仕
候
而
モ
手
段
無
御
座
候
…
…
」
 
 
 

詰
（
こ
）
 
座
右
日
歴
発
雷
 
 

「
念
フ
警
り
再
蒜
フ
苧
ノ
義
ハ
伊
藤
ノ
論
卜
異
同
如
何
ン
歪
ナ
シ
基
フ
其
管
伊
藤
冒
條
公
こ
向
昌
ク
大
隈
建
臨
 
 

内
見
チ
以
テ
雷
ル
姦
三
警
ル
ア
得
ス
如
何
！
レ
ご
拷
キ
ニ
我
建
讐
同
望
雪
意
見
ノ
異
同
チ
間
フ
同
意
ノ
旨
チ
以
芸
 
 

フ
然
シ
テ
今
此
志
チ
以
テ
邪
よ
娃
富
ス
同
氏
斯
ノ
如
キ
義
チ
以
蒜
ハ
ン
…
レ
ハ
共
三
顧
学
童
孟
チ
行
フ
共
潤
釆
ノ
品
質
 
＼
 
 

よ
相
文
難
ク
孟
ノ
異
同
ノ
、
、
、
ナ
ラ
ス
同
氏
菅
情
讐
破
ル
自
ラ
職
チ
云
々
ス
ル
大
こ
憤
怒
ノ
語
免
ア
ヮ
遠
誉
之
蒜
ク
」
 
 

と
こ
ろ
が
、
小
康
を
稗
に
の
ほ
束
S
聞
で
、
開
拓
使
官
有
物
彿
下
問
題
が
起
る
に
及
ん
で
間
顧
は
再
燃
し
た
。
 
 

あ
品
の
開
箱
に
封
す
る
攻
撃
が
起
つ
蒜
に
は
、
大
腿
は
澄
警
屈
従
し
↑
畢
だ
居
思
っ
た
が
、
こ
の
時
政
府
攻
奥
の
中
 
 

心
芳
し
忘
の
は
慶
應
義
塾
協
豊
還
で
あ
り
、
此
の
連
中
は
平
素
よ
り
大
鹿
の
門
に
出
入
し
、
前
G
葵
議
の
際
に
も
此
の
遡
 
 

中
の
意
見
が
加
っ
て
、
彼
れ
の
怒
法
論
が
生
じ
た
の
で
あ
つ
た
っ
（
彼
の
秦
議
を
細
密
し
た
者
は
彼
等
の
中
の
一
人
忘
失
野
文
警
 
 

あ
っ
た
）
そ
こ
で
騒
ぎ
が
大
き
く
な
ろ
に
綻
っ
て
、
こ
れ
は
大
隈
が
民
間
の
政
客
を
煽
動
し
、
内
外
呼
厳
し
て
此
螢
に
出
た
も
の
と
 
 

老
へ
ら
る
～
に
莞
た
。
即
ち
薩
痘
の
勢
力
i
態
法
上
の
漸
進
蓋
晋
て
J
品
逐
し
て
自
己
い
意
見
筈
は
ん
と
す
る
大
隈
の
 
 

（
吾
 
五
 
 
 

制
定
の
歴
史
を
通
L
て
見
た
る
帝
国
憲
法
の
本
義
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陰
謀
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
た
。
 
 
 

事
驚
は
ど
う
で
あ
つ
た
か
明
か
で
な
い
が
、
兎
も
角
、
新
聞
の
論
調
は
激
越
と
な
る
。
各
所
の
拭
給
倉
は
膵
劾
の
蘇
勢
を
撃
げ
 
 

る
。
途
に
は
政
肘
の
御
用
新
聞
記
者
で
あ
る
福
地
濾
叫
郎
さ
へ
、
新
富
鹿
で
政
府
攻
撃
の
大
横
詮
を
す
る
迄
に
至
っ
た
。
さ
う
し
て
 
 

そ
れ
等
の
諭
訓
は
、
聞
合
の
由
設
な
き
薦
、
藩
閥
が
斯
く
の
如
き
膠
手
な
振
舞
を
す
る
の
だ
と
い
ふ
に
あ
つ
に
。
さ
な
う
だ
に
図
倉
 
 

願
望
運
動
に
脅
へ
て
居
た
政
府
は
此
の
攻
螢
に
遭
竺
壷
の
脅
威
を
感
サ
る
に
至
つ
に
。
そ
れ
詐
り
で
は
な
い
。
流
言
は
頻
り
に
飛
 
 

ん
で
、
大
隈
等
は
今
に
も
暴
動
を
癒
す
と
さ
へ
風
詮
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
借
り
に
さ
う
で
な
い
と
し
て
も
、
か
の
激
昂
せ
る
民
衆
の
 
 

昂
奮
は
何
時
何
如
な
る
形
式
で
爆
敬
す
る
か
も
知
れ
従
い
。
共
の
民
衆
は
と
い
へ
ば
、
人
橋
論
を
信
奉
し
、
民
主
主
義
に
徹
底
せ
る
 
 

甚
だ
危
険
な
行
癒
で
あ
る
。
政
府
が
狼
狽
し
た
の
も
無
理
は
な
い
。
常
時
衆
議
の
叫
人
た
る
黒
‖
柄
降
が
岩
倉
に
送
っ
た
と
さ
れ
て
 
 

ゐ
る
書
簡
の
†
節
に
次
の
如
き
文
字
が
あ
る
。
 
 

「
賛
に
図
鰭
に
関
す
る
無
此
上
危
急
之
場
合
に
而
苦
慮
鵠
在
中
候
…
…
…
返
す
′
′
＼
も
姑
息
之
蛸
壷
に
惹
か
れ
や
断
然
に
る
御
 
 
 

慶
分
無
之
候
而
は
臍
を
囁
と
も
不
被
焉
及
（
尾
佐
竹
日
本
憲
政
皮
二
九
二
宵
収
録
）
 
 
 

同
じ
様
に
政
府
の
狼
狽
さ
加
減
を
侍
へ
た
も
の
と
し
で
は
倫
次
の
も
の
が
あ
る
。
 
 
 

常
時
の
政
欒
は
政
府
人
の
敬
狂
と
千
旦
若
や
う
烏
有
疎
で
私
（
隈
澤
諭
晋
）
は
其
後
岩
倉
か
ら
度
々
呼
び
に
来
セ
ソ
ツ
ト
其
の
 
 
 

茶
室
の
よ
う
な
庭
で
間
食
主
人
公
は
何
か
ラ
フ
イ
心
配
な
様
子
で
此
度
の
一
件
は
政
府
中
質
に
容
易
な
ら
ぬ
動
柿
で
あ
る
。
西
 
 
 

南
戦
争
の
時
に
も
随
分
苦
労
ん
た
が
今
度
の
始
末
は
ソ
レ
よ
り
も
六
か
し
い
な
ん
か
と
話
す
の
を
開
け
ば
飴
梓
騒
い
だ
も
の
と
 
 

葦
†
三
食
・
第
 
劇
 
渋
 
 

○
ハ
）
 
 
六
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l
l
－
－
1
1
 

察
し
ら
れ
る
？
（
確
翳
白
停
尾
佐
竹
日
本
憲
政
虫
〓
九
一
三
収
錐
）
 

兎
も
角
政
府
督
格
の
限
に
は
今
回
の
琴
伸
ば
普
商
戦
車
以
上
に
映
し
に
の
で
あ
る
り
 
 

斯
ケ
な
簿
と
政
府
は
も
う
夢
中
せ
あ
宅
政
府
は
東
北
よ
り
神
道
車
の
革
鷲
を
千
仕
辟
に
奉
迎
し
て
形
勢
を
宮
上
し
、
十
月
十
〟
 
 

●   

日
御
還
車
即
夜
御
前
合
議
料
開
催
し
て
大
隈
参
議
免
郵
」
陶
魯
開
設
勅
諭
、
開
拓
佗
官
有
物
排
下
底
分
取
消
等
の
件
を
議
し
た
。
．
此
 

の
中
大
供
の
東
壁
力
飯
に
つ
い
で
は
議
容
易
に
決
し
な
か
り
た
の
で
、
有
楢
川
嘗
と
岩
倉
の
磯
議
に
せ
け
、
囲
倉
開
設
の
勅
諭
と
開
‥
 
 

拓
便
官
有
物
排
下
虞
分
取
消
の
件
の
み
を
議
決
し
、
大
隈
に
封
し
で
は
伊
藤
と
西
郷
（
梶
造
Y
よ
力
離
職
な
勧
告
す
る
こ
と
に
な
つ
 

た
。
大
旗
は
即
夜
開
八
よ
り
の
酎
職
拗
許
を
受
け
酢
棄
を
提
糾
し
㍍
。
翌
十
二
甘
に
は
土
摘
の
開
合
開
設
の
勅
諭
が
晩
発
さ
れ
、
．
二
‥
 
 

十
〓
H
に
は
太
政
官
職
融
を
政
信
し
て
、
参
議
と
各
省
卿
と
の
兼
任
を
後
喝
し
、
叉
別
に
参
事
院
な
唱
い
て
閣
貞
を
交
逸
し
、
此
魔
 
 

に
藤
髭
中
心
の
純
」
内
閣
が
成
正
し
に
。
是
が
所
謂
十
指
年
の
政
、
鸞
で
あ
る
。
 
 
 

以
上
を
念
頭
に
崖
い
て
十
四
年
の
政
欒
が
持
つ
悪
法
僻
繹
の
資
料
と
し
て
の
偶
伯
を
者
療
し
て
見
た
い
。
 
 
 

此
の
政
欒
は
政
治
上
よ
り
見
れ
、
ば
大
旗
の
放
逐
に
依
る
既
婚
の
純
劇
化
、
岩
倉
努
背
景
よ
す
藤
長
勢
力
の
確
立
で
あ
つ
た
。
去
こ
 

ろ
が
大
隈
諺
険
て
他
の
諸
参
議
及
大
臣
は
憲
法
埋
諭
の
七
に
於
て
も
脚
数
の
意
見
を
抱
懐
し
、
大
隈
猫
り
異
な
る
意
見
を
持
つ
て
居
 

の
で
あ
る
ら
、
 

だ
か
此
の
政
欒
は
憲
法
細
論
の
上
か
ら
言
り
て
も
、
政
府
の
純
叫
化
で
ふ
∵
り
、
賂
来
に
封
す
る
憲
法
制
定
方
針
の
確
 
 

耳
で
あ
つ
た
。
爾
も
泉
倉
を
智
恵
と
す
る
薩
長
内
－
翔
は
革
の
後
も
故
郷
を
栄
接
し
、
岩
舟
の
授
後
に
於
て
は
∵
伊
藤
、
1
黒
田
等
が
首
 

班
と
し
て
防
長
内
閲
を
榊
擬
し
て
ゐ
る
。
そ
の
伊
藤
は
繭
に
は
憲
法
準
腑
の
焉
軟
洲
ド
派
追
を
命
ザ
ゃ
れ
、
後
に
は
大
命
を
奉
じ
、
 
 

制
定
の
歴
史
を
申
し
て
見
怒
る
帝
国
憲
法
の
本
義
 
 

（
七
）
 
 
七
 
 
 

へ
 
＼
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首
相
枢
硯
箱
を
鹿
任
し
っ
～
音
波
の
制
定
に
潜
っ
て
ゐ
る
。
政
嗟
に
因
り
て
決
定
せ
ら
れ
た
る
方
針
が
制
定
の
時
に
於
て
攣
覚
せ
ら
 
 

れ
T
居
た
と
見
る
べ
き
根
梯
は
何
題
に
も
な
い
。
此
の
意
味
に
於
て
、
十
川
年
の
政
轡
は
憲
法
解
稗
の
資
料
と
し
て
重
要
な
る
意
味
 
 
 

キ
持
っ
て
来
る
。
 
 
 

で
は
如
何
な
る
方
針
が
政
攣
に
依
っ
て
決
定
せ
ら
れ
た
か
。
制
定
方
針
の
公
に
表
明
せ
ら
れ
た
る
も
の
は
、
勿
論
上
述
の
「
勅
諭
」
 
 

で
あ
る
。
併
し
、
是
は
、
ど
う
か
と
富
へ
ば
、
拙
攻
的
で
あ
る
。
其
の
具
慨
的
な
る
内
容
を
知
ら
ん
と
せ
ば
棉
他
の
材
料
に
伐
ら
ね
 
 

ば
な
ら
ぬ
。
私
は
か
ゝ
る
材
料
と
し
て
囲
倉
開
設
勅
諭
燥
彼
の
前
夜
諸
参
議
が
連
署
進
奏
し
に
意
兎
宙
を
恕
げ
庇
い
と
思
ふ
。
 
 

意
見
書
は
可
成
長
文
で
あ
る
。
其
の
中
憲
法
珊
論
に
関
す
る
部
分
塞
げ
る
と
次
の
通
㌻
る
。
（
諸
詣
雫
鴛
七
六
⊥
 
 
 

憲
法
ヲ
定
ム
ル
ノ
棟
準
二
寧
ア
ハ
臣
等
縮
蒜
以
馬
ク
痩
幽
ノ
本
各
瀕
流
ヲ
殊
一
一
ス
彼
ヲ
以
テ
此
レ
ニ
移
ス
ヘ
カ
ラ
ス
租
宗
基
ヲ
 
 
 

創
メ
停
フ
ル
ニ
紳
器
ヲ
U
テ
ス
民
卜
之
ヲ
守
ル
萬
世
不
易
ノ
邁
ナ
リ
陛
下
時
機
ヲ
照
竪
シ
古
今
ヲ
欒
通
シ
牌
二
政
樵
ヲ
分
テ
之
 
 

・
ヲ
魔
庶
工
公
ニ
セ
ン
ト
ス
慧
軍
1
粗
末
ノ
遺
烈
ヲ
摘
ケ
教
訓
ヲ
贋
ム
ル
ニ
過
キ
サ
ル
ナ
リ
、
今
風
聞
政
談
ヲ
虜
ス
督
ヲ
祀
ル
ー
【
 
 
 

好
テ
欧
米
詭
軟
ノ
詮
ヲ
主
張
シ
閲
鰭
ノ
何
ク
ル
ヲ
願
ミ
サ
ル
者
往
々
之
レ
有
り
臣
等
嘗
二
之
ヲ
危
ム
弼
三
脚
ク
ハ
寮
汝
ノ
成
各
 
 

図
ノ
長
ヲ
採
酌
ス
ル
モ
我
観
牌
ノ
乗
ヲ
失
ハ
ス
既
ク
民
議
ヲ
興
シ
公
一
州
衆
瓜
ヲ
集
ム
ル
モ
而
モ
我
烏
窒
ノ
大
横
ヲ
曝
サ
ス
乾
網
 
■
 
 
 

ヲ
紙
撹
シ
有
機
ヲ
建
立
シ
以
テ
萬
世
不
抜
′
基
ヲ
垂
レ
ン
コ
ト
ヲ
 
 
 

臣
等
叉
鶴
二
按
ス
ル
一
て
立
憲
君
治
ノ
開
基
ノ
以
テ
某
鉦
ヲ
筆
問
忘
ス
ル
研
削
亦
道
γ
リ
…
ニ
〓
元
老
院
ノ
設
骨
族
老
成
ノ
組
 
 
 

杜
ス
ル
桝
夕
り
二
三
円
陣
海
軍
ハ
帝
王
ノ
親
ラ
統
帥
ス
ル
朔
夕
り
 
 
 

（
八
）
 
 
八
 
 

第
十
三
稔
 
 
麓
 
脚
 
鍍
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委
細
三
上
下
閑
談
院
ア
ル
ハ
串
ノ
両
輪
ア
ル
カ
如
ジ
甲
完
老
院
ハ
脾
二
以
テ
下
院
卜
並
ヒ
立
チ
英
軍
術
ヲ
持
シ
忠
軍
政
進
ノ
 
 

弊
デ
防
竿
奪
還
憲
疲
ノ
保
障
王
象
ノ
緬
艶
ク
ラ
ン
ト
ス
ル
ナ
リ
硯
テ
我
力
元
老
院
ノ
設
偉
力
品
ハ
端
ヲ
啓
キ
軍
ア
未
ダ
井
蜜
ヲ
 
 

轟
ク
ル
三
等
フ
ス
今
宜
ク
其
組
織
ヲ
一
撃
シ
之
ヲ
更
張
ス
ヘ
シ
其
概
略
友
ノ
如
シ
 
 

第
鵬
 
皇
族
満
十
八
歳
－
【
室
レ
ハ
元
老
官
－
元
シ
仔
期
ヲ
眼
ラ
ス
 
 

節
土
 
筆
族
鰐
佗
ノ
例
ヲ
読
ケ
有
辟
ノ
貴
族
ト
ナ
シ
北
ハ
健
艮
ヲ
披
キ
任
期
ヲ
定
メ
テ
元
老
官
二
勅
使
ス
ヘ
シ
 
 
 

、
 

第
三
士
鹿
ノ
封
堪
武
門
ノ
倣
－
嘉
ケ
ル
平
民
′
上
墓
相
シ
教
育
素
ヨ
リ
気
節
有
為
ノ
人
多
ク
其
問
千
田
ツ
是
レ
官
ク
貴
族
ノ
 
 

側
部
ク
ル
ヘ
シ
今
共
中
一
一
披
乳
之
ヲ
費
用
シ
輩
族
卜
仇
三
先
老
－
宛
セ
シ
メ
共
報
数
ヲ
収
ム
ヘ
シ
侶
之
ヲ
探
ル
ノ
法
ハ
同
 
 

族
ノ
公
選
二
於
テ
シ
仙
府
願
各
署
千
人
ヲ
拳
ケ
シ
メ
英
任
期
ふ
至
テ
モ
華
族
二
比
ス
レ
ハ
・
亦
餃
短
縮
二
就
ク
ヘ
シ
 
 
 

第
四
 
文
武
官
ノ
動
攣
森
ル
ハ
机
管
見
一
品
ル
陸
海
軍
制
工
学
ア
ハ
慧
シ
天
子
ハ
兵
馬
ノ
寵
帥
云
シ
テ
軍
人
ハ
‡
栄
ノ
爪
牙
 
 

ナ
り
故
l
義
人
ク
ル
者
純
ラ
観
ヲ
愛
シ
翳
－
一
息
プ
ル
ノ
築
ア
リ
テ
某
ヲ
結
ヒ
政
ヲ
議
ス
ル
ノ
柿
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
今
宜
ク
其
 
 

紀
律
ヲ
制
シ
陛
下
叉
親
ラ
之
ヲ
鼓
舞
振
作
シ
共
鶉
方
ヲ
示
シ
其
レ
ヲ
シ
テ
侍
へ
テ
習
風
デ
成
シ
以
テ
永
ク
開
家
ノ
干
城
タ
 
 

ラ
シ
ム
ヘ
シ
 
 
 

之
に
よ
る
と
、
天
皇
が
新
に
立
窓
制
を
採
用
さ
れ
ん
と
す
る
の
は
、
組
宗
の
邁
烈
を
掲
げ
そ
の
嘉
訓
を
靡
め
ん
と
せ
ち
る
、
に
過
 
 

ぎ
な
い
。
従
っ
て
、
各
国
の
長
を
抹
酌
・
甘
る
も
、
蹄
櫓
S
実
を
失
ふ
如
き
制
度
は
、
之
を
採
用
せ
ざ
る
こ
と
、
殊
に
近
時
民
間
に
流
 
 

布
せ
ら
る
＼
詭
放
な
る
理
論
は
之
を
採
用
せ
ぎ
る
こ
と
、
典
髄
的
に
言
へ
ば
統
治
樵
は
天
皇
之
を
絶
嬉
し
、
試
食
は
立
法
に
帥
し
参
輿
 
 

●  

（
九
）
 
九
 
 
 

制
定
の
歴
史
を
通
し
て
見
た
る
帝
圃
憲
法
の
本
義
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第
十
ニ
…
谷
 
 
第
 
仙
 
波
 
 

●   

（
脚
C
）
 
仙
○
 
 

の
槽
能
を
有
す
る
に
過
ぎ
ざ
る
も
の
と
な
す
こ
と
、
譲
合
は
二
院
制
と
な
す
こ
と
、
そ
の
上
院
は
皇
族
華
族
士
族
囲
豪
に
動
労
あ
る
 

者
を
以
て
雑
種
す
る
こ
と
、
軍
隊
は
天
皇
の
親
率
せ
ら
る
～
と
こ
ろ
と
な
す
こ
と
、
要
す
る
に
立
志
制
を
採
用
す
る
も
大
横
を
失
墜
 
 

せ
し
ひ
る
こ
′
と
な
か
ら
し
ひ
る
こ
と
、
是
か
意
見
審
の
翌
日
で
ぁ
る
。
即
ち
鴬
見
審
に
表
は
れ
た
丑
意
義
轟
ほ
、
「
葵
議
」
に
表
は
れ
 
 

た
英
樹
式
自
‖
‖
－
主
義
と
興
り
、
叉
民
間
流
布
の
俳
蘭
西
式
民
主
主
義
と
も
興
り
、
澗
逸
式
の
、
否
純
日
本
式
の
君
主
主
義
で
あ
る
。
 
 
 

併
し
、
意
見
書
は
ど
う
か
と
富
へ
ば
飼
抽
象
的
で
あ
る
。
政
攣
に
よ
つ
て
決
定
さ
れ
た
制
定
方
針
が
意
見
習
に
表
は
れ
た
以
上
に
 
 

於
て
如
何
甘
る
内
容
を
持
っ
て
ゐ
た
か
は
毅
に
別
の
朝
料
に
依
っ
て
知
ら
れ
ね
ば
写
b
ぬ
。
私
は
斯
様
な
材
料
と
し
て
、
上
述
諸
参
 
 

議
の
憲
法
建
議
中
の
〓
鱒
 
大
隈
の
秦
議
と
十
川
年
七
月
に
奉
呈
し
た
碧
倉
の
怒
法
制
定
に
開
す
る
意
見
育
と
を
挙
げ
庇
い
。
 
 
 

天
板
の
衆
議
は
十
凶
年
の
三
月
に
泰
畠
盲
れ
て
ゐ
る
。
北
ハ
の
内
容
は
次
に
述
ぶ
る
通
で
あ
る
が
㌧
十
四
年
の
政
攣
の
主
凶
で
あ
 
 

り
、
改
野
に
依
っ
て
決
定
し
た
方
針
と
封
既
約
関
係
に
立
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
左
に
そ
の
全
文
を
視
げ
て
見
よ
う
。
 
 

臣
諾
テ
案
ス
ル
1
森
本
畢
ア
而
テ
柏
葉
柴
へ
大
網
ヲ
攣
ア
而
テ
細
目
定
ル
今
日
ノ
政
路
1
姦
ケ
ル
應
二
立
ツ
ヘ
キ
ノ
大
網
有
㌢
 
 
 

今
ヤ
廟
議
方
二
晰
流
人
年
ノ
盟
勅
園
議
院
設
立
ノ
夢
二
及
フ
則
チ
意
見
ヲ
論
述
シ
テ
以
テ
進
ム
乗
璧
採
納
ヲ
賜
ラ
ハ
何
ノ
車
力
 
 
 

是
二
義
牙
γ
臣
重
信
誠
悦
感
熱
頓
首
碑
冨
 
 
 

明
治
十
g
年
三
月
 
 

紀
 
 

雛
「
固
執
院
開
立
ノ
年
月
ヲ
公
布
セ
ラ
ル
ヘ
キ
番
 
 

参
 
議
 
 
大
∴
 
隈
 
 
露
 
 
信
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人
心
大
－
エ
響
三
叩
テ
法
制
太
夕
後
ル
、
、
ト
キ
六
典
弊
ヤ
法
制
ヲ
黎
填
ス
人
心
独
ホ
後
レ
テ
蓮
如
太
ク
進
ム
ト
キ
ご
学
制
閥
ヲ
慮
 
 

セ
ス
故
－
1
共
進
ム
者
末
ク
甚
夕
多
カ
ラ
ス
共
後
ル
．
、
宥
和
ク
少
キ
ノ
時
二
倍
り
法
制
ヲ
改
進
シ
テ
以
才
人
心
二
粥
フ
（
剣
チ
拾
 
 

観
ノ
良
問
ナ
リ
 
 

去
歳
以
雑
観
議
院
ノ
設
立
ヲ
請
鹿
ス
ル
者
少
カ
ラ
ス
英
人
晶
系
行
工
学
ア
ハ
橙
々
ノ
品
評
ア
リ
ト
錐
要
ス
ル
三
愛
等
ノ
人
民
ヲ
 
 

シ
テ
如
ノ
如
キ
請
願
ヲ
馬
ス
三
等
ア
シ
ふ
ル
者
ハ
則
ハ
チ
是
レ
人
心
棺
ク
脾
忘
進
マ
ン
ト
ス
ル
ノ
兆
候
－
一
シ
テ
自
除
丁
般
ノ
人
 
 

心
ヲ
察
ス
ル
ー
こ
共
後
ル
、
者
亦
甚
ク
稀
少
ナ
ラ
ン
ト
ス
琴
フ
ハ
則
チ
法
制
ヲ
改
進
ヤ
ア
以
テ
開
議
院
ヲ
開
立
セ
ラ
ル
、
ノ
時
磯
 
 
 

柁
ク
方
工
熟
ス
ト
云
フ
モ
可
ナ
り
 
 

文
人
心
梢
ク
進
シ
法
制
梢
ク
後
ル
、
ト
キ
ハ
人
心
ノ
杜
著
ス
ル
桝
〓
法
制
ノ
改
進
昆
布
ル
カ
名
工
夫
ノ
人
民
三
緊
嬰
ナ
ル
外
 
 

囲
一
【
判
略
ス
ル
ノ
思
想
卜
内
閲
ヲ
改
良
ス
ル
ノ
思
想
ト
ハ
殆
ン
ト
共
ノ
胸
裏
ヨ
り
放
離
シ
会
り
唯
制
法
改
革
ノ
軸
農
工
熱
中
セ
 

シ
ム
ル
三
食
ラ
ン
ト
ス
是
亦
閑
家
ノ
不
利
ナ
サ
 
 

故
三
民
智
ノ
庶
位
ヲ
察
シ
園
内
ノ
滑
窄
ヲ
謀
ガ
別
法
ヲ
改
進
シ
テ
以
テ
漸
次
文
意
ノ
政
ヲ
布
カ
セ
ラ
ル
ヘ
キ
染
勅
ヲ
決
行
ア
ラ
 
 

セ
ラ
レ
ン
コ
ト
是
則
チ
今
日
應
干
潟
ク
ヘ
キ
ノ
天
網
應
王
立
ツ
ヘ
キ
ノ
根
本
ナ
ウ
請
フ
速
一
〟
議
院
開
立
ノ
年
月
日
ヲ
布
告
セ
ラ
 
 

レ
憲
法
制
定
ノ
委
員
ヲ
定
メ
ラ
レ
議
事
堂
′
御
報
二
菅
平
セ
ラ
レ
ン
○
ト
ヲ
（
開
立
ノ
年
月
日
第
車
健
一
こ
詳
記
ス
）
 
 
 

節
二
 
閑
人
ノ
輿
望
ヲ
察
シ
テ
政
府
ノ
頬
骨
ヲ
任
用
セ
ラ
ル
ヘ
キ
尋
 
 

常
主
ノ
人
物
ヲ
任
用
抜
擢
セ
ラ
ル
、
ハ
固
コ
“
1
甘
閥
人
ノ
輿
望
ヲ
察
セ
ラ
ル
ヘ
チ
コ
ト
ナ
レ
ト
モ
狗
裁
ノ
治
髄
二
於
テ
ハ
観
人
ノ
 
 

●   

別
宅
の
歴
史
を
通
し
セ
見
た
る
帝
圃
憲
法
の
本
義
 
 

「
T
∴
）
 
山
∵
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輿
望
ヲ
表
示
セ
シ
ム
ル
ノ
地
所
ナ
キ
カ
政
二
或
（
功
績
二
察
シ
或
ハ
履
行
二
求
メ
其
放
観
人
ノ
馬
二
範
望
セ
ラ
ル
ヘ
シ
ト
叡
駿
 
 

7
ル
ノ
人
物
ヲ
娃
用
シ
テ
政
務
ノ
麒
間
一
一
価
へ
ラ
ル
、
や
是
レ
巳
ム
ヲ
得
サ
ル
ニ
出
ル
者
ナ
り
若
シ
政
鰭
二
於
テ
国
人
ノ
輿
望
 
 

ヲ
表
示
ヤ
シ
ム
ル
屯
ノ
地
所
ア
ラ
ン
l
二
其
輿
望
ヲ
察
シ
テ
以
テ
人
物
ヲ
任
用
セ
ラ
ル
ヘ
キ
ハ
無
論
ナ
け
斯
ノ
如
ク
セ
（
則
チ
 
 

挟
按
明
三
共
ノ
人
ヲ
得
テ
真
意
益
々
食
カ
ル
ヘ
シ
 
 

立
憲
ノ
政
治
二
於
テ
輿
望
ヲ
表
示
ス
ル
ノ
地
所
ハ
何
ソ
園
議
院
是
ナ
リ
何
ヲ
カ
輿
望
卜
謂
フ
議
良
過
寧
敷
ノ
魔
璧
是
ナ
リ
何
人
 
 

ヲ
カ
輿
望
ノ
踵
ス
ル
人
卜
謂
フ
過
年
数
形
ル
政
教
ノ
首
領
是
ナ
リ
抑
観
議
員
ハ
園
人
ノ
推
撰
ス
ル
薯
三
シ
テ
其
ノ
思
想
ヲ
表
示
 
 

ス
ル
朗
ナ
ル
カ
故
三
共
推
焼
ヲ
被
ム
リ
ク
ル
議
員
ノ
望
ハ
則
チ
固
民
ノ
望
サ
リ
囲
民
過
年
数
ノ
保
梼
崇
敬
ス
ル
政
叢
】
仰
シ
テ
其
 
 

領
袖
卜
仲
基
ス
ル
ノ
人
物
ハ
卓
瓦
輿
望
ノ
蹄
ス
ル
朗
－
与
ラ
ス
ヤ
然
別
チ
立
憲
ノ
治
鱒
ハ
是
レ
教
主
力
恰
常
ノ
人
物
ヲ
容
易
－
1
 
 

叡
駿
ア
ラ
セ
玉
フ
ヘ
キ
軒
地
所
ヲ
鈷
ス
ル
者
－
；
テ
弼
り
撃
識
絞
撰
ノ
弊
ヲ
免
”
レ
荒
フ
ノ
、
、
、
ナ
ラ
ス
観
衆
ア
シ
テ
野
庭
寧
ノ
 
 

壁
柑
ヲ
享
有
セ
シ
ム
ル
ヲ
縛
へ
キ
ナ
リ
何
ト
ナ
レ
ハ
斯
ク
シ
テ
撰
用
セ
ラ
レ
タ
ル
人
物
八
人
民
参
政
ノ
地
桝
ナ
ル
閉
議
院
－
㌦
於
 
 

テ
過
年
数
ヲ
占
有
ス
ル
カ
政
一
－
外
ニ
ハ
則
チ
立
法
部
ヲ
左
右
ス
ル
ノ
椎
ヲ
操
り
又
翠
玉
ノ
感
触
ヲ
得
テ
政
府
－
ェ
此
チ
自
琴
′
人
 
 

物
ヲ
鮫
嬰
ノ
鞄
1
－
配
布
ス
ル
カ
故
三
内
ニ
ハ
則
チ
行
政
ノ
寛
棟
ヲ
操
ル
ヲ
周
へ
シ
是
ヲ
以
テ
内
外
犀
フ
ス
庶
政
…
源
ヨ
リ
欒
サ
 
 

事
拷
始
テ
塾
頓
ス
ヘ
ケ
レ
ハ
ナ
リ
 
 

共
治
耀
ハ
立
憲
ニ
シ
テ
英
樹
靡
琴
ノ
慶
摘
■
フ
皐
ケ
ス
或
ハ
時
小
シ
テ
素
接
粉
乳
ノ
勢
撃
一
章
ル
列
閲
治
乱
ノ
迩
ヲ
揆
ス
ル
ニ
足
 
 

寄
ノ
不
守
一
格
入
ス
ル
ノ
病
触
ハ
常
－
岬
執
政
者
力
共
地
位
ヲ
谷
撥
愛
情
シ
テ
鱒
ア
辣
キ
ト
常
時
ノ
署
諷
力
英
領
遇
J
頼
官
ヲ
寵
 
 
 

●  

第
十
三
啓
 
 
発
 
劇
 
班
 
 

（
劇
こ
）
 
一
二
 
 

OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ



頚
シ
能
ハ
サ
ル
ト
ヨ
リ
立
法
部
二
於
テ
輿
論
ノ
蹄
シ
タ
ル
政
義
ノ
首
領
卜
行
敢
顕
官
ト
ノ
問
二
乳
轢
ヲ
生
ス
ル
三
田
ラ
サ
ル
者
 
 

ナ
シ
夫
ノ
有
名
ノ
立
憲
印
す
ル
奥
園
J
如
ヰ
モ
千
七
百
八
十
二
年
以
前
ハ
則
是
ノ
如
キ
状
勢
ナ
り
シ
ナ
．
り
然
レ
ト
キ
積
年
昇
 
 

歳
ノ
経
験
ヨ
リ
計
年
以
降
ハ
翠
玉
モ
輿
望
ヲ
察
シ
テ
堀
官
ヲ
抹
用
シ
閣
議
院
中
多
数
政
盈
ノ
首
領
タ
ル
諸
人
t
壷
職
ヲ
綬
興
ス
 
 

ル
ー
二
虫
レ
リ
、
然
輿
シ
ョ
リ
以
来
ハ
政
府
議
院
ノ
問
一
膚
於
テ
復
夕
軋
轢
ノ
迩
チ
見
ル
コ
ト
能
ハ
ス
河
囲
政
某
ノ
寧
ハ
常
三
議
院
 
 

一
－
於
テ
ス
ル
モ
復
夕
政
府
羊
於
チ
ャ
サ
ル
ニ
至
レ
り
 
 

立
寄
政
髄
ノ
妙
用
ハ
英
資
干
在
テ
共
形
工
存
セ
ス
立
法
行
政
司
法
ノ
三
権
分
離
シ
人
民
一
一
参
政
ノ
樺
理
ヲ
附
輿
ス
ル
ハ
是
其
形
 
 

ナ
リ
議
院
敦
盛
政
蕊
ノ
領
袖
ク
ル
人
物
ヲ
延
期
シ
テ
之
ヲ
撞
婁
ノ
地
位
二
愚
キ
庶
政
ヲ
〓
源
二
段
セ
シ
ム
ル
者
ハ
長
英
晋
ナ
リ
 
 

著
シ
其
形
ヲ
取
テ
而
テ
英
資
ヲ
冷
テ
ハ
立
洛
ノ
治
雄
ハ
徒
二
紺
豪
紛
乱
ノ
端
緒
ヲ
啓
ク
エ
足
ル
ノ
ミ
然
則
チ
前
述
セ
ル
君
主
力
 
 

人
材
登
鰭
ノ
茸
任
ヨ
リ
論
ス
ル
モ
帖
問
艇
寧
ノ
放
球
ヨ
リ
論
ス
ル
モ
列
囲
治
乱
ノ
蜜
例
二
鑑
照
ス
ル
専
政
府
ノ
賊
官
ニ
ハ
議
院
 
 
 

中
ナ
ル
多
数
敦
盛
政
蒸
ノ
領
袖
ク
ル
人
物
ヲ
任
用
ア
ラ
セ
ラ
レ
サ
ル
可
ラ
ス
 
 

然
レ
ト
モ
人
智
ノ
薄
弱
ナ
ル
カ
馬
一
二
回
ハ
固
民
ノ
輿
望
ヲ
得
ク
ル
政
叢
モ
其
施
設
ノ
巧
拙
－
一
因
テ
叉
衆
璧
ヲ
失
ヒ
犠
院
中
ノ
 
 

多
数
勢
力
却
テ
他
ノ
政
麓
二
移
綺
ス
ル
コ
ト
7
ル
ヘ
シ
是
等
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
敦
主
亦
衆
望
ヲ
察
セ
ラ
レ
新
勢
ヲ
得
ク
ル
政
義
 
 

申
ノ
人
物
ヨ
リ
史
－
岬
鮮
官
ヲ
披
撰
セ
ラ
レ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
議
院
政
眞
ノ
盛
衰
ヨ
リ
生
ス
ル
斯
ノ
如
キ
頼
官
ノ
敢
迭
ハ
尤
敢
然
ダ
 
 

ル
秩
序
ア
ル
ヲ
緊
黎
ト
ス
共
新
陳
交
代
ノ
閉
二
存
ス
ヘ
キ
順
序
ハ
左
ノ
如
ク
ナ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
要
ス
 
 

内
閣
ヲ
新
王
組
織
ス
ル
テ
嘗
テ
ハ
聖
圭
ノ
御
親
裁
ヲ
以
テ
議
院
中
－
岬
多
数
ヲ
占
メ
ク
リ
ト
堕
識
セ
ラ
ル
、
政
施
ノ
首
領
ヲ
召
サ
 
 

制
定
の
歴
史
を
通
し
て
見
た
る
帝
国
憲
法
の
本
義
 
 

（
〓
ニ
）
 
〓
ニ
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セ
ラ
レ
内
閣
ヲ
組
立
ツ
ヘ
キ
旨
ヲ
御
委
任
ア
ラ
セ
ラ
ル
ヘ
シ
然
ル
ト
キ
ハ
是
′
内
勅
ヲ
得
ク
ル
首
領
ハ
其
政
敵
申
ノ
領
袖
ク
ル
 
 

人
物
ヲ
頼
粟
ノ
諮
官
－
－
配
起
ス
ル
釦
立
ヲ
焉
シ
然
ル
後
公
然
拳
勅
㌣
ア
内
閣
二
入
ル
ヘ
シ
〔
内
閣
ノ
組
立
ヲ
委
任
セ
ラ
ル
、
ハ
 
 

適
例
政
姦
ノ
骨
組
ヲ
吋
ト
ス
レ
ト
モ
時
ト
シ
テ
共
晶
中
自
飴
ノ
人
工
命
セ
テ
ル
、
モ
町
ナ
り
但
斯
ノ
如
キ
場
合
卜
雄
行
政
長
ハ
 
 

狛
首
領
ナ
ラ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
共
闘
エ
モ
時
ト
シ
テ
此
例
ア
ル
チ
見
ル
ナ
リ
〕
斯
ク
股
盛
政
某
ヲ
堅
識
セ
．
ラ
ル
、
ノ
時
≠
於
テ
ハ
 
 

政
英
二
閥
僻
セ
サ
ル
宮
方
或
・
ハ
三
大
臣
二
顧
問
ア
ラ
セ
ラ
レ
ン
コ
ソ
可
ナ
ル
ヘ
シ
 
 

内
閣
ヲ
組
立
ル
朗
ノ
政
露
和
ク
議
院
二
失
勢
ス
ル
ト
キ
ハ
政
府
ヨ
リ
下
附
ス
ル
盈
犬
ナ
ル
議
案
ハ
反
動
鹿
ノ
焉
二
攻
撃
セ
ラ
レ
 
 

歴
々
議
院
中
二
俊
英
卜
馬
ル
ヘ
シ
是
則
チ
内
閣
政
泉
火
勢
ノ
兆
候
ナ
り
斯
ノ
如
キ
ト
キ
ハ
庶
政
叫
源
－
一
出
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
カ
 
 

故
二
失
勢
政
菰
ハ
螢
時
ヲ
以
テ
退
職
ス
ル
ヲ
常
ト
㌢
ヘ
シ
 
 

斯
ク
矢
数
ノ
兆
候
眈
主
硯
然
ク
ル
時
二
於
テ
共
政
某
勢
威
三
谷
療
シ
鉛
ホ
行
政
部
ヲ
考
フ
サ
ル
ト
キ
ハ
得
執
ノ
反
封
某
冒
議
 
 

院
工
於
テ
「
内
㈲
行
政
ノ
顛
官
ハ
議
院
言
放
テ
信
用
ヲ
失
ハ
サ
ル
ヤ
香
」
ノ
決
議
ヲ
薦
サ
ン
コ
ー
ヲ
動
議
ス
ヘ
ヤ
是
ノ
動
議
二
 
 

従
ヒ
取
次
シ
テ
耐
シ
テ
失
信
用
ナ
リ
ト
決
ス
ル
ト
キ
ハ
議
院
ヨ
リ
教
主
三
番
寄
シ
内
聞
巳
三
信
用
ヲ
議
院
－
一
失
フ
速
－
二
親
裁
吏
 
 

炊
ケ
ル
ヘ
キ
旨
ヲ
猫
麒
ス
ヘ
シ
欠
弊
政
蕊
猶
ホ
退
職
メ
サ
ル
・
ト
キ
ハ
常
会
ハ
議
院
ノ
求
－
ニ
應
セ
ラ
レ
之
ヲ
罷
免
セ
ラ
ル
ヘ
シ
 
 

（
英
園
等
ノ
例
二
因
り
失
勢
ノ
兆
候
硯
ハ
レ
シ
ト
同
時
一
】
退
職
ス
ル
ヲ
常
ト
ス
ヘ
シ
）
 
 

然
レ
ト
キ
執
政
政
故
紙
工
畿
院
工
失
勢
規
ハ
シ
失
信
用
ノ
議
決
ヲ
螢
ケ
ン
ト
欲
ス
ル
ニ
l
臨
ム
ト
モ
栗
シ
廣
ク
闊
人
ノ
茸
想
ヲ
察
 
 

シ
北
ハ
蜜
二
我
力
政
鼓
二
多
数
ノ
展
望
テ
・
ル
ナ
洞
識
シ
現
在
ノ
園
議
員
ハ
誤
挟
サ
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
人
聖
毒
ノ
允
許
ヲ
蒙
り
撃
主
 
 
 

第
十
三
啓
 
 
発
 
劇
 
蚊
 
 

（
山
四
）
 
仙
四
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1
一
特
有
シ
ま
フ
議
院
解
散
ノ
槽
ヲ
以
テ
革
－
－
之
ヲ
散
解
シ
英
改
撰
議
員
二
於
テ
我
力
政
爵
ノ
多
数
ク
ラ
ン
コ
下
ヲ
望
ム
ヘ
シ
 
 

革
シ
多
数
タ
ラ
ハ
内
閲
ヲ
永
傾
セ
′
ン
琴
シ
無
数
ク
ラ
ン
忘
ハ
如
退
職
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
是
ノ
．
解
散
椎
ハ
桝
谷
政
戴
ガ
叔
後
 
 

ノ
依
頓
卜
云
ラ
モ
可
ナ
つ
∴
是
樵
ハ
故
モ
濫
用
ヲ
傾
ム
ヘ
シ
常
用
ス
レ
ハ
大
害
ヲ
醸
ス
英
園
ノ
如
キ
モ
是
例
ハ
繭
三
回
二
過
キ
 
 

ス
）
 

以
上
政
鼠
更
迭
ノ
・
順
序
ハ
h
大
抵
英
頗
ノ
例
一
て
依
ル
モ
ノ
ナ
㌢
 
 
 

第
三
 
政
衆
官
卜
永
久
官
ヲ
分
別
ス
ル
事
 

前
述
ス
ル
カ
如
ク
政
霹
ノ
盛
衰
ヨ
リ
掠
官
ノ
更
迭
ヲ
生
ス
ル
ノ
時
三
方
り
非
更
迭
、
全
部
二
及
フ
ヘ
キ
ヤ
僻
ク
幾
分
二
止
ル
ヘ
 
 

キ
ヤ
ハ
則
チ
重
粟
ナ
ル
疑
問
ナ
サ
凡
ソ
諸
般
ノ
専
務
（
最
モ
習
熟
㌢
要
ス
加
フ
ル
ニ
骨
相
ノ
事
ノ
如
キ
其
細
頸
ノ
條
件
バ
多
ク
 
 

啓
法
苫
例
ヲ
参
照
ス
ル
カ
故
－
－
最
少
ノ
費
融
ヲ
以
テ
掩
滞
ナ
ク
最
多
ノ
番
ヲ
郷
セ
ン
ト
欲
ス
ル
ニ
ハ
罷
僚
下
吏
ノ
永
校
勘
務
ヲ
 
 

以
テ
成
モ
緊
蓼
ナ
リ
ト
ス
然
ル
ニ
是
等
′
官
吏
ヲ
シ
テ
常
二
政
箕
卜
更
迭
ヲ
輿
－
一
ヤ
シ
メ
ハ
其
不
利
不
便
藍
シ
音
フ
可
ラ
サ
ル
 
 

者
ア
ラ
ン
且
幾
萬
ノ
官
吏
共
進
退
ヲ
政
嬉
ノ
盛
密
二
繁
ケ
ハ
各
派
軋
陳
ノ
勢
緒
容
赦
ブ
極
ム
ル
ー
一
考
フ
ン
故
二
宮
吏
中
一
l
於
テ
 
 

其
職
指
命
ヲ
司
テ
細
路
ヲ
癖
執
セ
サ
ル
者
卜
指
命
二
服
事
シ
テ
細
務
ヲ
親
裁
ス
ル
宥
ト
ヲ
区
別
シ
・
甲
ヲ
政
基
官
ト
シ
テ
政
策
卜
 
 

輿
l
㌦
進
退
シ
乙
ヲ
永
久
官
ハ
則
チ
非
政
箆
官
）
ト
シ
テ
終
身
劫
按
′
者
タ
ラ
シ
ム
ヘ
シ
叉
上
等
宮
人
ノ
ヰ
ニ
於
テ
共
地
位
重
職
ニ
 

轟
リ
ト
雄
一
閥
ノ
治
安
公
や
ヲ
保
持
ス
ル
電
工
政
菰
二
開
輿
思
シ
ム
ヘ
カ
ラ
サ
ル
者
有
り
是
等
ヲ
ハ
中
立
永
久
官
卜
偽
計
一
種
 
 

ノ
終
身
官
ト
ナ
ス
ヘ
シ
（
英
幽
ノ
例
泣
伏
ル
）
 
 

＿  

制
定
の
歴
兜
を
癒
し
て
見
た
る
静
観
憲
法
の
本
義
 
 

〓
五
）
 
］
濫
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第
十
三
容
 
第
 
叫
 
沈
 
 

（
〓
ハ
）
 
〓
ハ
 
 

政
義
官
ノ
橿
知
ヲ
略
記
ス
レ
ハ
参
議
各
省
卿
輔
及
緒
局
長
侍
誹
侍
従
長
等
是
ナ
リ
臥
上
ノ
政
蒸
官
ハ
大
概
議
員
ト
シ
テ
上
下
院
 
 

二
列
喘
ス
ル
ヲ
得
ル
者
ト
ス
（
大
抵
英
均
ノ
例
三
伏
ル
政
濃
官
及
ヒ
非
政
散
骨
ノ
別
ハ
憲
法
制
定
ノ
時
二
於
テ
狛
ホ
評
議
ヲ
嬰
 
 

ス
ル
カ
故
二
今
唯
大
螢
ヲ
摘
ク
以
下
亦
同
シ
）
永
久
官
ノ
位
類
ハ
各
官
酷
ノ
長
次
官
局
長
ヲ
除
テ
以
下
ノ
奏
任
官
及
ヒ
属
官
等
 
 

是
ナ
リ
是
等
ノ
宮
人
ハ
読
点
ク
ル
ヲ
得
サ
ル
者
ト
ス
（
同
例
）
 
 

中
立
永
久
官
ハ
三
大
緊
政
撃
由
輿
セ
ス
盟
主
ヲ
輔
佐
シ
奉
り
内
閣
組
立
′
馬
メ
最
盛
政
薮
；
内
勤
ヲ
下
サ
ル
、
時
等
工
於
 
 

テ
確
聞
二
腑
り
公
平
三
国
益
ヲ
慮
ラ
レ
ン
カ
馬
メ
共
非
政
露
骨
ク
ラ
ン
コ
ト
ヲ
望
ム
且
大
堅
一
転
ハ
輿
l
義
人
則
闘
′
官
卜
定
 
 

メ
ラ
レ
テ
可
ナ
ル
ヘ
シ
）
及
ヒ
軍
官
轡
祓
官
法
官
是
ナ
リ
以
上
三
種
ノ
職
（
皆
阻
内
ノ
治
安
公
平
ヲ
保
持
ス
ル
ニ
在
ル
カ
故
l
l
 
 

共
股
不
備
中
i
E
ノ
令
徳
ヲ
備
へ
ン
コ
ト
ヲ
欲
ス
ヘ
シ
君
シ
是
等
′
宮
人
ニ
シ
テ
熱
心
政
琴
南
典
セ
ハ
他
泉
ヲ
厭
ス
ル
カ
鶉
メ
 
 

蒜
ハ
兵
力
戎
ハ
裁
判
椎
ヲ
用
ヒ
観
内
ノ
治
安
ヲ
妨
ケ
或
ハ
其
公
平
ヲ
失
シ
監
ヲ
騒
乱
ヲ
疎
生
ス
ル
孟
ル
長
英
中
立
不
偏
 
 

ヲ
以
テ
令
徳
卜
見
倣
ス
ノ
所
以
ナ
リ
以
上
ノ
宮
人
モ
亦
議
員
ク
ル
ヲ
許
サ
、
ル
者
ト
ス
（
同
例
）
 
 

叉
永
久
官
則
チ
非
政
教
官
ニ
シ
テ
政
挙
手
典
ス
ル
ノ
迩
ア
レ
（
其
主
長
ク
ル
者
之
ヲ
退
職
セ
シ
メ
テ
可
チ
リ
何
斗
ナ
レ
ハ
政
 
 

鶉
官
ク
ル
主
反
ト
ノ
閲
繋
二
於
テ
公
賓
二
不
利
ア
ル
コ
ト
多
ケ
レ
ハ
ナ
リ
（
同
例
）
 
 
 

第
凶
 
虚
裁
ヲ
以
テ
憲
法
ヲ
制
定
セ
ラ
ル
ヘ
キ
事
 
 

法
規
巳
－
壷
テ
人
之
吉
保
ル
ト
キ
ハ
革
靴
ク
定
ル
法
規
未
夕
立
ク
ス
シ
テ
申
ア
入
党
ツ
集
ル
ト
壷
ハ
寄
動
テ
琴
フ
ス
今
ヤ
錬
前
 
 

ノ
治
鰭
ヲ
天
下
三
雄
サ
レ
ン
ト
欲
ス
ル
ー
盛
り
輿
完
成
ご
緊
嬰
ナ
ル
ハ
酢
禽
璧
甲
ノ
秩
序
ナ
り
轡
発
言
ヒ
指
定
ル
ト
キ
ハ
六
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＿
 
 
 

OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ



馬
奔
逸
シ
テ
秩
序
容
易
手
牧
復
ス
人
力
ラ
ス
癒
二
元
ツ
簾
裁
夕
以
テ
療
法
ヲ
制
零
セ
⊥
フ
レ
是
ニ
′
依
テ
以
テ
閲
読
員
ヲ
召
集
セ
ラ
 
 

レ
ン
コ
ト
ニ
プ
欲
、
ス
右
憲
法
ノ
削
軍
産
テ
ハ
内
周
羊
於
テ
委
員
ヲ
定
メ
ラ
レ
準
義
手
セ
ラ
レ
▼
ン
コ
ト
ラ
巽
望
ス
 

藩
韓
ノ
制
定
ハ
盈
要
ナ
ル
、
條
件
≒
わ
テ
就
中
上
院
ノ
組
緻
下
議
員
ノ
横
車
械
鞘
撰
嘩
碓
等
三
軍
ア
（
最
憮
密
～
用
亭
ヲ
要
ス
 
 

是
専
ノ
蕗
件
ハ
憲
法
制
定
ノ
日
工
上
陳
ス
ヘ
キ
カ
故
二
今
是
鷹
↑
l
撃
盲
セ
ス
 
 

前
速
・
ス
ル
羞
ク
立
富
治
鰻
ノ
妙
用
（
多
ク
英
軍
一
作
ス
ル
カ
故
孟
還
ハ
轡
7
・
簡
撃
：
テ
大
綱
工
止
ラ
ン
キ
ト
ヲ
嬰
ス
叉
憲
 
 

法
ハ
二
様
ノ
性
質
ヲ
典
鵬
ヤ
ン
コ
ト
ヲ
要
ス
二
様
ト
ハ
何
ソ
其
第
山
郁
ハ
治
囲
投
機
ノ
鋸
ス
・
ル
析
ヲ
明
ニ
ス
ル
者
ナ
リ
其
準
一
 
 

鱒
ハ
人
民
各
員
ノ
人
櫻
ヲ
明
ニ
ス
ル
著
ナ
リ
政
囁
ノ
政
行
ハ
レ
テ
人
依
ヲ
豊
野
．
三
ル
′
ノ
聾
賢
ラ
ス
ン
ハ
共
望
一
口
フ
可
ラ
せ
 
 

ル
ノ
藤
寄
ア
ラ
ぎ
是
レ
則
チ
人
梯
ヲ
鮮
明
ス
ル
ノ
窓
草
ヲ
憲
法
工
添
附
セ
ン
ト
欲
ス
ル
所
以
ナ
リ
。
 
 
 

第
露
 
明
治
十
互
生
季
1
・
議
員
ヲ
撰
馨
セ
シ
メ
十
六
年
首
ヲ
以
テ
固
議
院
ヲ
開
カ
ル
ヘ
キ
寄
 
 

立
憲
政
治
ノ
眞
鰭
ハ
政
篤
ノ
政
ク
ル
カ
故
－
孟
改
行
政
ノ
両
部
ヲ
二
鰻
タ
ラ
シ
メ
庶
政
一
源
三
蹄
ス
ん
ノ
好
結
果
ヲ
得
ル
一
重
 
 

ル
ハ
巳
一
品
速
夫
ル
所
ナ
リ
之
ヲ
望
貿
ル
ー
†
立
感
ノ
政
ハ
疎
界
ノ
秩
序
ヲ
琴
フ
ス
シ
テ
閣
民
ノ
思
想
ヲ
ヰ
攣
一
表
示
セ
シ
ム
 

ル
ユ
在
り
琴
ル
ニ
・
今
園
内
政
菟
無
キ
ノ
時
〒
於
テ
卒
然
閉
講
院
ヲ
開
設
、
セ
ハ
恨
令
仙
執
幾
多
ノ
政
箆
ヲ
生
山
ス
ヘ
キ
モ
英
銀
本
 
 

堅
固
ぞ
7
ス
剛
般
人
民
モ
亦
何
レ
ノ
敦
蕊
ハ
如
何
ナ
ル
主
義
ヲ
持
張
ス
ル
ヤ
知
ル
能
ハ
ス
シ
テ
政
最
ノ
勢
威
頻
二
浮
沈
ス
ル
去
 
 

卜
多
カ
ラ
ン
苑
シ
テ
琴
フ
ハ
其
混
乱
紛
撰
ノ
惨
態
ヲ
政
治
上
二
現
出
シ
犬
ノ
配
合
ノ
秩
序
ヲ
虎
持
ス
ル
ノ
治
具
三
国
テ
却
テ
之
 
 

ヲ
素
軋
ス
ル
ン
恐
ア
ジ
減
憐
セ
サ
ル
∴
へ
・
ケ
ン
ヤ
 
 

制
定
ゐ
歴
史
を
適
し
て
見
た
る
帝
国
憲
法
の
本
義
 
 

へ
一
七
）
 
一
セ
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弟
十
三
惑
 
第
一
渋
 
 

（
山
八
）
 
山
八
 
 

政
教
ノ
時
宜
セ
サ
ル
（
蓋
シ
之
ヲ
生
ス
ル
ノ
地
所
ナ
ケ
レ
ハ
ナ
り
然
レ
ト
モ
立
憲
ノ
治
醒
ヲ
晃
メ
ラ
ル
、
ヲ
公
示
セ
ハ
放
漫
ノ
 
 

肪
穿
ヲ
後
生
ス
ル
コ
ト
應
二
逮
ナ
ル
ヘ
シ
斯
ク
シ
テ
二
軍
若
ク
ハ
ニ
鱒
年
ノ
年
月
ヲ
経
過
ス
ル
ヲ
許
ル
サ
ハ
各
政
眞
ノ
持
説
大
 
 

工
世
間
二
硯
ハ
レ
図
人
モ
亦
甲
乙
彼
此
′
得
失
ヲ
判
定
シ
テ
各
自
二
其
流
脈
ヲ
立
ル
l
二
軍
フ
ン
是
ノ
時
二
於
テ
議
員
ヲ
撰
蓼
シ
 
 

議
院
ヲ
開
立
セ
ハ
能
ク
政
令
ノ
秩
序
ヲ
保
持
シ
テ
以
テ
立
憲
冶
鱈
ノ
虞
利
ヲ
牧
メ
縛
へ
シ
 
 

故
二
議
院
開
立
ノ
布
骨
ハ
太
夕
速
力
ナ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
嬰
ス
閑
立
ノ
時
期
ハ
卒
然
急
遽
ナ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
是
等
ノ
夢
理
工
閃
テ
考
察
 
 

ス
レ
ハ
本
年
ヲ
以
テ
憲
法
ヲ
制
定
セ
ラ
レ
†
五
年
首
薯
ク
ハ
本
年
末
二
於
テ
之
ヲ
公
布
シ
十
五
年
末
二
議
員
ヲ
召
集
シ
十
六
年
 
 

首
ヲ
以
テ
始
メ
テ
開
立
ノ
期
卜
定
メ
ラ
レ
ン
コ
ト
ヲ
巽
望
ス
斯
′
如
タ
ン
ハ
以
テ
大
過
ナ
カ
ル
ぺ
キ
ヲ
信
ス
ル
ナ
ウ
 
 
 

第
六
 
施
政
ノ
主
義
ヲ
定
メ
ラ
ル
（
キ
事
 
 

凡
ソ
改
定
ハ
幾
多
ノ
源
因
ヨ
リ
成
立
ス
ト
錐
亦
尊
ラ
施
政
主
轟
ノ
大
膿
ヲ
同
ク
ス
ル
ヲ
以
テ
相
結
集
ス
ル
者
ナ
リ
而
テ
政
麓
ノ
 
 

義
盛
ヲ
致
ス
所
以
J
者
ハ
則
チ
英
雄
政
主
義
才
人
心
ヲ
得
ル
ト
壷
ヤ
ト
ニ
允
昔
ソ
叉
各
政
義
ガ
五
二
人
心
ヲ
得
ン
コ
ト
ヲ
望
テ
 
 

相
故
螢
ス
ル
朗
ノ
鮎
モ
亦
各
自
ノ
主
張
ス
ル
施
政
主
義
二
在
り
故
．
ニ
政
最
ノ
寧
ハ
則
チ
魔
政
主
義
ノ
寧
ニ
シ
テ
其
勝
敗
ハ
則
雄
 
 

政
主
義
ノ
勝
敗
ナ
ウ
前
述
ス
ル
カ
如
ク
立
憲
ノ
治
餞
ヲ
定
嘉
セ
ラ
レ
囲
人
ノ
輿
望
ヲ
察
シ
テ
政
府
′
顕
官
ヲ
任
用
セ
ラ
ル
、
三
 
 

至
ル
ト
キ
ハ
則
チ
政
蕊
ヲ
成
立
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
政
薮
ヲ
成
立
セ
ン
ト
欲
ス
ル
ト
キ
ハ
別
チ
共
ノ
持
張
ス
ル
施
政
ノ
主
義
ヲ
定
 
 

メ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
故
三
現
在
内
閣
ヲ
シ
テ
」
沢
ノ
政
篤
ヲ
形
ツ
ク
ル
者
タ
ラ
シ
メ
ン
ト
欲
・
セ
ハ
共
成
立
二
段
緊
翠
ナ
ル
ハ
則
チ
 
 

旛
チ
施
政
主
義
ヲ
定
ム
ル
ノ
二
尊
是
ナ
リ
然
ル
カ
敬
三
樹
議
院
設
立
ノ
年
月
ヲ
公
布
セ
ラ
ル
、
ノ
後
二
於
テ
直
二
硯
内
閣
ノ
施
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政
主
義
ヲ
定
メ
ラ
レ
ン
コ
ト
ヲ
切
望
ス
施
政
主
義
去
就
テ
ハ
電
信
所
見
ノ
准
ル
ア
け
他
日
別
二
之
ヲ
具
陳
ス
ヘ
シ
 
 
 

論
 

第
七
 
放
 
 

立
憲
ノ
政
ハ
政
鼠
ノ
政
ナ
リ
政
濃
ノ
率
ハ
主
我
ノ
軍
ナ
リ
故
三
共
主
義
閲
廊
過
年
数
ノ
保
持
ス
ル
所
卜
馬
レ
ハ
共
祀
常
政
柄
ヲ
 
 

得
へ
ク
之
二
反
ス
レ
ハ
政
柄
ヲ
失
7
へ
シ
是
則
チ
立
藩
ノ
展
政
一
一
シ
テ
文
展
利
ノ
在
ル
所
ナ
リ
著
シ
其
形
愕
三
則
リ
テ
而
テ
共
 
 

眞
精
ヲ
拾
テ
ハ
猫
り
閥
土
ノ
不
幸
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
蓋
シ
叉
執
政
者
ノ
約
息
ナ
リ
菅
1
〟
執
政
者
常
時
ノ
桐
患
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
其
母
 
 

構
ノ
汚
名
ヲ
後
世
二
追
使
ス
ル
ニ
至
ラ
シ
 
 

恨
令
潔
清
明
白
ノ
心
事
ヲ
以
テ
政
ヲ
天
下
二
行
フ
モ
俺
ホ
或
ハ
樺
楯
自
利
ノ
心
ア
ル
ヲ
疑
ハ
ル
、
ハ
是
レ
執
政
者
ノ
通
患
ナ
リ
 
 

然
ル
ニ
今
ヤ
立
怒
ノ
政
ヲ
施
サ
レ
ン
ト
ス
ル
ノ
時
二
普
り
立
憲
固
現
行
ノ
通
則
三
反
シ
其
眞
利
ヲ
拾
テ
、
而
テ
却
テ
母
椛
ノ
痕
 
 

ヲ
現
ハ
サ
ハ
執
政
者
ニ
シ
テ
焉
ソ
国
人
ノ
焉
三
欣
忌
セ
ラ
レ
サ
ル
ヲ
得
ン
ヤ
況
ヤ
其
慮
礁
ハ
却
テ
速
失
檎
ノ
種
ク
ル
ヲ
ヤ
 
 

然
ワ
ト
錐
槽
勢
ヲ
弁
却
ス
ル
ハ
古
ヨ
リ
人
情
ノ
難
ス
ル
所
ニ
シ
テ
惟
園
家
ヲ
利
ス
ル
ニ
熱
渇
ス
ル
者
猫
す
能
ク
之
ヲ
鶉
ス
政
府
 
 

三
強
大
ノ
威
力
ヲ
苔
フ
ル
今
日
ノ
執
政
者
ニ
シ
テ
勢
威
三
谷
癌
セ
ス
立
憲
政
治
ノ
眞
鰭
ヲ
固
定
セ
（
其
徳
ヲ
筏
昆
二
表
示
ス
ル
 
 

予
見
ラ
ン
叉
偏
食
配
合
ノ
毀
啓
三
閲
セ
サ
ル
モ
亦
自
ラ
顧
テ
以
テ
中
心
1
1
快
然
ク
ル
ヲ
得
ン
 
 

世
人
常
二
日
フ
邦
観
ノ
治
乱
ハ
多
ク
政
治
ノ
慣
忽
一
脚
生
ス
ト
娼
シ
テ
琴
フ
ハ
敢
禽
／
秩
序
ヲ
素
サ
ス
シ
テ
静
穏
ナ
ル
政
教
更
迭
 
 

J
新
例
ヲ
愛
立
シ
政
治
上
二
於
テ
（
閑
人
二
庚
申
ノ
慶
摘
ヲ
享
有
セ
シ
ム
ル
ノ
端
緒
ヲ
啓
カ
シ
コ
ト
是
密
今
日
ノ
執
政
着
分
應
 
 

鶉
ノ
急
務
エ
ア
ラ
ス
ヤ
右
謹
テ
誌
ス
 
（
岩
倉
公
賓
記
下
巻
七
〇
二
軍
1
七
〓
讐
ぎ
 
 

●  

制
定
の
歴
史
を
通
し
て
見
た
る
帝
周
憲
法
の
本
菰
 
 

（
山
九
）
一
九
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弟
十
≡
巻
・
菜
膚
既
 
 

（
二
〇
）
 
こ
○
 
 
 

大
隈
の
憲
法
意
見
を
要
約
し
て
見
る
と
、
て
∵
憲
法
は
欽
定
た
る
べ
き
こ
と
、
二
、
立
藩
政
治
は
政
義
の
政
で
あ
る
か
ら
閣
臣
は
 
 

必
ず
下
院
中
参
政
政
義
の
領
袖
を
以
て
充
て
ら
る
べ
き
こ
と
、
三
、
内
閣
の
更
迭
と
進
退
を
共
に
す
べ
き
政
務
官
は
参
議
各
省
姻
輔
 
 

及
諸
局
長
侍
儲
侍
従
長
等
と
し
て
他
は
永
久
官
と
肯
す
べ
き
こ
と
、
彗
右
の
外
太
政
大
臣
、
左
右
大
臣
は
内
閣
更
迭
等
の
場
合
の
 
 

天
皇
の
侯
高
儀
問
と
し
て
、
軍
音
響
祀
官
法
官
は
園
内
の
治
安
公
平
を
保
持
す
る
も
の
と
し
て
申
立
永
久
官
と
な
す
べ
き
こ
と
等
で
 
 

あ
る
。
 
 
 

し
か
し
、
こ
れ
は
奉
読
の
表
面
に
掠
は
れ
た
署
な
る
嬰
旨
に
過
ぎ
な
い
。
昏
々
は
此
の
要
項
を
生
ん
ギ
裏
面
の
思
想
を
見
逃
し
で
 
 

は
な
ら
な
い
。
 
 
 

大
旗
は
奏
法
の
諸
々
に
於
て
斯
様
字
1
と
窒
ろ
て
ゐ
る
。
「
立
憲
政
治
ノ
尿
憾
ハ
政
菟
ノ
政
ナ
ル
カ
故
ニ
…
…
‥
・
政
府
ノ
感
官
 
 

一
l
ハ
議
院
中
ナ
ル
多
数
最
盛
政
蕊
ノ
領
袖
ク
ル
人
物
ヲ
任
用
ア
ラ
セ
ラ
レ
」
ね
ば
な
ら
ぬ
。
君
嘉
が
人
物
を
任
用
抜
擢
せ
ら
る
．
ゝ
に
 
 

雷
り
で
は
固
よ
り
国
人
の
輿
望
を
推
察
し
て
為
さ
バ
～
の
で
あ
る
が
、
立
憲
政
治
に
於
て
は
助
民
の
輿
誓
は
議
員
の
班
拳
を
通
し
て
 
 

議
院
に
表
示
せ
ら
れ
る
か
ら
、
議
院
の
過
半
数
を
占
む
る
政
虞
を
以
て
内
閣
を
組
織
せ
し
む
れ
ば
観
民
の
輿
望
に
添
ふ
こ
と
に
な
る
 
 

宅
私
は
こ
、
で
彼
の
思
想
申
特
に
次
の
三
鮎
を
指
摘
ん
磨
い
。
そ
れ
は
立
篭
政
治
の
眞
蔑
は
疲
新
政
治
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
、
嘉
 
 

主
が
人
物
を
任
用
せ
ら
る
ゝ
に
常
り
て
は
固
民
の
輿
望
を
推
察
し
て
焉
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
樹
民
の
輿
望
は
議
院
の
多
数
 
 

敦
に
よ
つ
て
表
示
せ
ら
れ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
著
は
結
盾
同
意
想
の
異
な
る
表
現
に
過
ぎ
な
い
が
、
兜
づ
其
の
」
に
 
 

っ
い
で
言
っ
て
見
れ
ば
、
立
憲
政
治
は
政
策
政
治
で
あ
る
と
い
ふ
命
題
は
、
国
家
を
以
て
個
人
ノ
の
自
由
を
擁
護
す
る
馬
の
制
度
と
な
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す
偲
想
の
生
ん
だ
結
論
で
あ
る
。
何
者
、
閉
家
が
統
＋
蘭
で
な
く
、
罫
に
個
人
の
自
由
の
焉
の
制
度
で
あ
る
花
う
ば
、
政
治
は
周
民
 
 

多
数
の
輿
繋
に
塞
き
且
っ
開
民
自
ら
の
手
に
依
っ
て
馬
さ
る
べ
き
は
常
然
で
あ
り
、
闘
民
多
数
の
輿
望
を
代
表
す
る
も
の
が
多
数
蕊
 
 

で
あ
る
な
ら
ば
、
議
禽
の
多
数
露
が
政
局
を
魔
笛
す
べ
き
は
弼
々
首
熱
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
而
し
て
閏
家
を
偶
人
の
鶉
の
制
度
と
 
 

見
る
思
想
は
自
由
主
義
偶
人
主
義
で
凍
り
、
政
治
成
層
民
自
ら
の
手
に
於
て
為
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
焉
す
思
想
は
民
主
主
義
で
あ
 
 

る
。
愈
は
此
の
鮎
よ
り
「
奏
議
」
の
立
憲
主
義
は
表
面
君
主
主
歩
を
楔
傍
せ
る
に
拘
ら
す
そ
の
資
質
は
民
辛
王
義
に
立
つ
と
晋
ひ
度
 
 

い
。
英
周
流
の
憲
法
常
道
諭
、
そ
れ
は
結
局
は
民
主
主
義
思
想
の
生
む
だ
政
治
論
に
外
烏
ら
な
い
。
 
 
 

嫉
官
の
任
免
に
常
り
で
は
図
民
の
輿
望
を
推
察
し
て
鶉
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
立
言
も
周
仙
思
想
に
基
く
。
閲
民
の
輿
望
に
基
き
 
 

セ
任
免
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
の
は
、
観
衆
を
個
人
の
自
由
の
焉
の
存
在
だ
と
考
ふ
る
か
ら
で
あ
る
。
個
人
の
焉
の
存
在
と
考
 
 

ふ
る
な
ら
ば
頴
官
は
国
民
の
輿
望
に
基
き
閥
民
の
輿
望
を
括
ふ
も
の
を
任
命
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
常
然
で
あ
る
。
さ
う
し
て
 
 

之
は
傭
人
自
由
主
義
民
主
主
義
的
結
論
で
あ
る
。
 
 
 

閲
民
の
輿
望
は
議
院
の
多
数
篤
に
依
り
で
表
示
せ
ら
れ
る
と
い
ふ
こ
と
自
慣
に
は
、
個
人
卓
轟
的
民
主
秦
轟
的
意
味
は
な
車
。
併
 
 

し
、
議
員
の
選
出
が
固
民
に
代
り
陶
民
の
棟
利
を
行
使
せ
し
む
る
馬
の
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
と
、
之
に
も
個
人
主
義
的
 
 

海
女
主
義
的
意
味
が
加
は
っ
て
来
る
。
而
も
大
隈
で
議
員
の
選
出
を
か
く
の
如
き
も
の
と
考
へ
で
ゐ
た
ら
し
い
こ
と
は
、
彼
が
立
憲
 
 

政
治
を
改
築
政
鱒
で
あ
る
と
育
っ
て
ゐ
る
こ
と
か
ら
容
易
に
推
論
し
得
る
。
し
て
見
る
と
国
民
の
輿
誓
は
議
院
の
多
数
蔑
に
依
功
て
 
 

●
 
 

表
示
せ
ら
れ
る
と
い
ふ
命
組
も
、
個
人
主
義
的
民
主
主
義
的
色
彩
あ
る
も
の
と
い
つ
て
差
支
へ
な
い
。
 
 

制
定
の
歴
史
を
通
し
て
見
た
る
帝
国
憲
法
の
本
義
 
 

（
こ
こ
 
ニ
ー
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第
十
≡
稔
 
 
第
一
舵
■
 
 

○
〓
一
）
 
こ
こ
 
 
 

∵
か
く
考
へ
て
来
る
と
大
隈
の
立
憲
主
義
は
、
大
隈
自
身
が
「
余
ノ
意
見
ハ
決
シ
テ
伊
藤
卜
大
異
ア
ル
コ
ト
無
シ
」
と
言
っ
て
ゐ
る
 
 
 

に
拘
ら
や
、
伊
藤
等
と
甚
だ
相
違
き
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
、
結
崗
は
民
辛
王
義
に
立
脚
し
、
天
皇
の
大
臣
任
免
概
を
有
名
無
賛
た
 
 
 

ら
し
む
る
も
の
で
あ
る
。
 
 

さ
て
、
大
隈
の
立
憲
主
壷
が
か
く
の
如
き
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
十
四
年
の
政
経
の
饗
生
原
図
↓
1
大
隈
と
他
の
参
議
、
 
 
 

大
臣
と
の
意
見
の
相
違
1
よ
り
考
へ
て
、
政
攣
に
依
っ
て
決
定
し
た
政
府
の
制
哀
方
針
が
、
大
隈
の
如
き
も
の
で
な
い
と
い
ふ
こ
 
 
 

と
の
消
極
的
な
浮
揚
と
な
る
。
即
ち
・
、
政
府
の
剃
髪
方
針
は
前
に
掲
げ
仁
も
の
以
外
に
於
て
議
院
内
閣
主
義
で
な
い
と
い
ふ
こ
と
、
 
 
 

雷
ひ
換
ふ
れ
ば
大
柿
内
閣
主
耗
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
及
民
主
素
量
的
個
人
主
義
的
自
由
幸
義
的
で
な
い
と
い
ふ
こ
と
が
富
ひ
得
ら
れ
 
 

る
と
思
ふ
。
 
 

此
度
は
岩
倉
の
意
見
寄
に
依
っ
て
積
極
的
に
政
府
の
決
東
方
針
を
明
か
に
し
て
見
よ
う
。
 
 

岩
倉
の
意
見
育
は
そ
の
全
文
を
弟
拘
節
に
掲
げ
に
か
ら
、
胱
魔
で
は
要
鮎
を
貌
ぐ
る
に
止
め
る
。
意
見
啓
に
表
は
れ
た
憲
法
制
定
 
 
 

に
閲
す
る
意
見
の
要
旨
は
次
の
通
で
あ
る
。
 
 

一
憲
法
制
定
に
富
り
て
は
欽
定
憲
法
の
倍
数
を
用
ふ
べ
き
こ
と
 
 

叫
 
帝
位
栂
承
に
補
す
る
法
規
は
別
に
皇
室
に
関
す
る
憲
則
を
制
嘉
し
て
其
の
中
ぷ
之
を
規
定
し
、
憲
法
の
中
に
は
之
を
規
定
せ
 
 

ざ
る
こ
と
 
 

一
天
皇
は
立
法
を
除
き
議
院
の
協
賛
な
く
し
て
音
戟
・
講
和
・
條
約
の
締
結
、
文
武
官
の
任
免
、
議
院
の
開
閉
、
貨
幣
の
鍔
追
、
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恩
典
の
授
輿
、
大
赦
特
赦
奄
を
行
ふ
の
樺
を
有
せ
ら
る
＼
こ
と
℃
 
 

一
内
閣
宰
臣
た
る
者
は
議
員
の
内
外
に
拘
ら
ざ
る
と
、
内
閣
の
紺
披
は
議
院
の
左
右
す
る
所
に
任
ぜ
し
め
ぎ
る
こ
と
 
 
 

山
 
大
臣
は
天
皇
に
封
し
賛
任
を
負
ふ
こ
と
 
 

一
大
臣
執
政
の
安
住
は
根
本
の
大
政
に
係
る
者
を
除
く
外
主
管
大
臣
の
み
の
茸
に
辟
し
連
碍
茸
任
の
法
に
依
ら
ざ
る
こ
と
 
 

一
陣
湛
軍
は
天
皇
親
ら
統
率
せ
ら
る
～
も
切
と
な
す
こ
と
 
 

一
意
法
に
協
替
せ
し
む
る
雷
元
老
院
民
撰
議
院
を
謬
く
る
こ
と
 
 
 

∵
元
老
院
は
特
撰
議
員
と
肇
士
族
中
之
公
理
議
員
と
を
以
で
相
続
す
る
こ
と
、
民
撰
議
院
の
撰
拳
法
に
は
財
産
の
制
限
を
用
ふ
 
 

べ
き
こ
と
、
但
し
輩
士
族
に
は
財
産
の
制
限
を
加
へ
ざ
る
こ
と
 
 

一
旗
律
の
敬
集
権
は
政
府
の
み
之
を
宥
し
、
議
院
に
は
敬
雀
碓
を
看
せ
し
め
ざ
る
こ
と
 

鵬
 
換
算
成
立
に
至
ら
ざ
る
と
き
は
政
府
は
前
年
度
の
預
欝
に
依
り
施
行
す
る
を
得
る
も
の
と
な
す
こ
と
 
 

一
各
図
の
窓
法
を
参
酌
し
憲
法
中
に
人
民
の
棟
利
義
務
を
規
定
す
る
こ
と
 
 
 

以
上
の
緒
項
は
更
に
之
を
革
約
す
る
と
欽
寒
憲
法
重
森
、
皇
室
自
律
主
義
、
大
株
内
閣
案
鶉
、
新
主
主
義
と
な
る
。
其
の
反
封
は
 
 

協
約
憲
法
主
義
、
議
院
内
閣
重
森
、
自
由
主
義
、
民
主
童
義
で
あ
る
。
 
 

＼
右
の
申
欽
定
憲
法
主
義
と
閣
臣
の
任
命
槽
を
天
皇
に
屡
せ
し
む
べ
き
こ
と
ば
大
隈
の
奏
議
に
も
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
。
併
し
大
隈
の
 
 

場
合
に
は
欽
定
の
牌
敦
を
選
ぷ
べ
き
こ
と
は
、
明
治
八
年
の
聖
詔
に
か
く
宣
は
ゼ
あ
る
が
散
に
之
に
従
ひ
た
る
に
過
ぎ
な
い
。
又
閤
 
 

制
定
の
歴
史
を
通
し
て
見
た
る
帝
朗
憲
法
の
本
義
 
 

（
二
三
）
 
二
≡
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臣
の
件
命
踵
曹
天
皇
に
嵐
せ
J
め
た
る
こ
と
も
、
我
が
囲
が
君
主
出
穂
る
故
に
天
皇
の
大
横
と
な
し
た
る
に
過
ぎ
な
い
。
岩
倉
切
歯
 
 

合
に
は
欽
定
憲
法
主
読
は
、
国
民
と
の
協
約
に
依
る
憲
法
の
制
足
が
臨
民
秦
樅
の
思
想
に
基
き
、
又
は
国
民
に
主
柿
を
議
興
す
る
結
 
 

凝
と
な
る
べ
き
こ
と
を
考
慮
し
て
の
上
の
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
欽
定
怒
準
王
鶉
は
憲
法
を
制
嘉
す
る
も
、
全
株
は
依
然
と
 
 

し
て
天
皇
に
あ
る
こ
七
を
明
か
に
す
る
焉
に
採
用
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
叉
岩
倉
の
場
合
に
は
、
・
閣
臣
の
任
命
棟
を
天
皇
に
威
せ
し
め
た
 
 

る
こ
と
は
、
我
が
槻
に
於
て
は
議
院
内
閣
主
義
を
採
用
す
る
も
の
に
非
ざ
る
こ
と
を
明
か
に
す
る
馬
に
な
さ
れ
て
ゐ
る
。
拭
院
内
閣
 
 

主
義
は
立
法
行
政
の
賛
梯
を
議
院
に
把
触
せ
し
め
、
君
主
は
畢
に
虚
絡
を
離
す
る
に
過
ぎ
ざ
る
も
の
上
ら
し
む
る
か
ら
で
あ
る
。
即
 
 

ち
岩
倉
の
場
合
に
は
、
閣
臣
の
任
命
棟
を
天
皇
に
所
属
せ
し
め
た
る
こ
と
も
、
憲
法
の
制
定
に
園
巧
主
株
が
囲
戻
に
移
植
す
る
も
の
に
 
 

非
ざ
る
こ
と
、
換
言
す
弟
ば
軍
羊
重
義
に
攣
移
す
る
も
の
に
非
ぎ
る
こ
と
を
明
瞭
な
ら
し
む
る
焉
に
、
特
に
揚
げ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
 
 

あ
る
。
上
掲
嬰
項
中
閣
臣
は
議
員
の
内
外
に
拘
ら
ざ
る
こ
と
、
内
閣
の
組
鍛
は
議
院
の
左
右
す
る
と
こ
ろ
に
任
ぜ
し
め
、
ぎ
る
こ
と
、
 
 

閣
檀
の
賀
任
は
天
皇
に
封
す
る
も
の
な
る
こ
と
、
そ
Ⅵ
費
任
は
革
猫
嚢
任
た
る
べ
き
こ
と
、
預
算
不
成
立
の
場
合
に
は
前
年
度
の
換
 
 

算
々
施
行
し
得
せ
し
む
る
こ
と
等
の
各
項
も
同
趣
旨
 

せ
強
が
鵠
の
條
件
に
外
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
即
ち
憲
淡
の
制
定
に
因
小
我
が
闊
が
民
意
圃
と
な
う
し
と
を
防
止
せ
ん
が
焉
で
あ
る
。
 
 

大
柿
の
下
に
移
る
を
阻
止
せ
ん
と
す
る
岩
倉
終
生
の
苦
心
は
此
應
に
も
は
つ
き
り
と
兢
は
れ
る
。
 
 
 

皇
室
の
自
律
主
義
。
之
も
、
帝
位
棉
承
の
こ
と
は
皇
室
自
ら
の
定
め
ら
る
～
と
こ
ろ
に
従
ふ
べ
き
で
、
憲
法
の
申
に
之
を
規
定
す
 
 

る
こ
と
に
依
り
、
牌
須
恵
法
政
j
E
 

●   

第
十
≡
笹
 
 
井
 
W
 
既
 
 

へ
〓
四
）
 
こ
四
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の
如
き
は
軍
諾
幽
に
於
で
の
み
許
さ
る
べ
き
こ
・
と
＝
だ
∵
せ
す
る
彼
の
持
倫
に
基
い
て
ゐ
る
、
。
 
 
 

議
俄
に
磯
案
桃
を
輿
へ
ざ
る
こ
と
。
是
は
堺
行
凄
港
七
は
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
試
食
の
本
質
に
関
す
る
彼
の
考
｛
ヘ
カ
は
之
に
 
 

依
つ
で
明
瞭
に
推
知
さ
れ
る
。
彼
れ
に
依
れ
ば
議
禽
は
天
皇
の
立
法
碓
の
行
使
を
翼
賛
す
る
機
関
で
 

樵
利
を
行
使
す
る
機
関
で
は
な
い
。
即
ち
議
合
は
民
主
主
諒
に
立
つ
沌
の
で
な
い
。
故
に
蟄
零
樵
を
輿
へ
な
小
。
是
が
彼
の
趣
意
で
 
 

あ
る
ら
し
い
。
他
の
要
項
と
同
じ
く
飽
く
迄
も
観
照
を
維
持
せ
ん
と
す
る
華
の
主
眼
切
魂
は
れ
の
山
で
あ
．
る
も
 
 
 

憲
法
申
に
人
民
の
樵
利
を
規
定
す
る
こ
と
。
是
は
表
面
、
自
由
秦
重
恩
想
に
基
く
や
う
に
も
思
は
れ
る
。
け
 

質
に
関
す
る
岩
倉
の
考
へ
方
、
主
植
の
所
在
に
関
す
る
彼
の
考
へ
方
か
ら
見
て
、
彼
が
自
由
主
義
的
意
義
に
於
て
」
」
天
儲
の
人
樵
 
 

を
保
給
す
る
こ
と
が
藩
法
の
本
質
的
要
求
で
あ
る
と
し
で
1
怒
法
に
之
を
掲
げ
ん
と
し
た
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
。
彼
の
趣
旨
ほ
、
 
 

人
民
の
権
利
と
し
で
、
圃
民
に
必
姿
な
る
穂
別
を
保
詮
す
る
こ
と
に
困
り
、
囲
民
を
し
て
各
其
の
天
分
を
蟄
押
せ
し
め
、
以
て
囲
民
 
 

の
旋
帽
を
増
進
し
、
圃
家
の
不
義
を
質
問
に
せ
ん
と
す
る
に
あ
る
。
即
ち
、
人
民
の
株
制
の
規
定
は
、
岩
倉
に
あ
り
て
は
、
自
由
主
 
 

読
点
想
に
塞
く
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
閑
家
主
故
に
基
い
て
ゐ
る
。
被
れ
の
主
轟
は
終
始
二
貰
非
自
由
主
薬
非
個
人
主
義
非
民
主
主
 
 

義
で
あ
る
。
 
 

敢
後
に
軍
隊
を
天
皇
の
親
率
し
給
ふ
鹿
と
な
し
に
る
こ
と
。
是
は
立
憲
上
の
二
事
議
と
い
ふ
程
の
も
の
で
厄
な
い
。
併
し
我
が
囲
 
 

七
於
て
中
世
兵
鳩
の
大
横
が
臣
下
の
手
に
甲
し
仁
こ
と
あ
る
に
鑑
み
、
か
ゝ
る
こ
と
な
き
楼
患
挫
に
之
々
定
め
ん
と
す
る
も
の
で
ぁ
 
 

る
。
大
椎
の
下
垂
を
魔
力
防
止
ぜ
ん
と
の
被
れ
の
念
闘
の
硯
は
†
れ
の
劇
で
あ
る
。
 
 

制
定
の
歴
史
を
通
し
て
見
た
る
帝
国
憲
法
の
本
義
 
 

．
（
二
五
）
 
二
五
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常
十
三
巻
 
第
 
仙
 
渋
 
 

（
二
大
）
 
二
六
 
 

東
倉
の
立
琴
王
益
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
つ
た
か
に
つ
い
て
は
最
早
之
以
上
に
青
葉
を
饗
す
の
必
要
を
感
じ
な
い
。
併
し
政
府
の
 
 

決
定
方
針
七
精
細
的
に
符
明
す
る
資
料
と
し
て
は
、
今
造
岩
倉
の
意
見
書
唯
二
右
盛
げ
た
に
過
ぎ
な
い
か
ら
、
左
に
ご
藤
・
煩
仁
 
 

親
宇
嘉
倉
の
署
名
あ
る
意
見
を
挙
げ
て
吾
々
の
所
信
を
立
誇
す
る
義
と
し
た
い
。
そ
れ
は
明
治
十
五
年
二
月
十
四
日
立
憲
政
慣
 
 

偏
す
る
御
許
絢
に
封
し
、
三
峰
機
仁
翌
・
芽
の
三
大
臣
が
著
し
て
上
つ
墓
答
警
あ
る
。
（
謂
詣
周
墨
芸
）
 
 
 

臣
賛
美
等
誠
悦
誠
恐
誼
自
前
日
奏
寄
ノ
際
親
ク
聖
勅
ヲ
承
ハ
ル
空
足
撃
姦
シ
給
フ
ニ
組
宗
遺
業
ノ
重
キ
ト
立
憲
経
憲
ノ
易
カ
 
 
 

ラ
ザ
ル
ト
ヲ
以
テ
シ
解
氷
闘
豪
開
設
ノ
日
工
於
テ
帝
固
大
腰
ノ
級
遭
ス
ル
朗
何
等
ノ
界
隈
ア
ル
乎
何
等
小
党
ノ
候
頃
ア
ル
ヲ
要
 
 
 

ス
ル
乎
及
所
謂
鱒
蛋
設
備
ノ
要
領
何
如
併
セ
テ
詳
試
催
葵
ス
ル
朗
ア
ラ
シ
ム
臣
等
憶
恐
感
激
退
テ
意
見
ヲ
具
・
へ
撃
ア
聖
裁
ヲ
仰
 
 
 

ク
窃
二
各
閣
立
憲
ノ
制
ヲ
察
ス
ル
、
ニ
其
民
卜
政
ヲ
公
ニ
シ
天
下
ヲ
以
テ
私
セ
ス
怒
典
ヲ
制
立
シ
テ
上
下
供
二
守
ル
此
レ
乃
チ
梗
 
 
 

準
ノ
存
ス
ル
朗
易
フ
ヘ
カ
ラ
サ
ル
者
七
シ
テ
其
組
織
構
成
上
下
交
闘
槽
限
廣
疲
ノ
間
違
テ
ハ
則
各
紺
相
同
シ
キ
老
ア
豊
富
 
 

遠
ノ
事
玉
堂
上
下
両
院
卜
之
ヲ
公
ニ
シ
行
政
ノ
事
撃
フ
玉
堂
二
組
へ
而
テ
翠
玉
ハ
不
可
干
犯
ノ
地
王
立
チ
宰
相
代
テ
其
警
任
 
 
 

ス
是
レ
各
閥
ノ
大
工
同
シ
キ
朗
ナ
豊
昌
一
嘉
主
ハ
図
械
ヲ
級
増
ス
ル
ノ
大
義
ヲ
掲
ケ
其
線
フ
ル
期
ノ
催
款
ヲ
列
拳
セ
サ
ル
者
 
 
 

ァ
り
憲
法
一
一
法
律
ノ
公
布
法
律
施
行
ノ
條
規
議
院
ノ
徴
集
開
閉
申
虚
解
散
外
囲
締
約
宣
戦
講
話
文
武
官
ノ
任
免
陸
海
軍
ノ
統
率
 
 
 

勅
位
ノ
叙
授
恩
赦
ノ
特
典
貨
幣
ノ
費
行
等
ヲ
以
テ
畢
フ
君
主
ノ
大
野
1
屠
シ
摘
ウ
ル
三
埠
條
ヲ
以
テ
ス
ル
者
ア
リ
憲
法
ノ
明
文
 
 
 

三
関
二
フ
ス
立
法
行
政
ノ
賓
横
ヲ
蓼
ケ
テ
暦
議
院
ノ
栄
攣
轟
セ
シ
ム
ル
者
ア
リ
其
他
法
律
起
案
ノ
棟
軍
フ
三
軍
一
馬
ス
ル
者
 
 
 

ァ
リ
或
ハ
両
院
二
之
ヲ
分
ツ
者
ア
リ
制
可
ノ
経
常
童
′
批
可
セ
サ
ル
所
ハ
直
二
膠
ざ
ア
行
ハ
セ
サ
ル
者
ア
リ
或
ハ
之
ヲ
中
止
シ
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テ
史
三
界
議
ヲ
符
ツ
者
ア
リ
内
閣
ヲ
以
テ
王
室
二
巌
シ
進
退
二
王
索
ノ
撰
フ
研
一
岬
辟
ス
ル
者
ア
リ
内
閣
ヲ
以
テ
議
院
ノ
勢
力
 
 

ノ
下
二
凰
セ
シ
メ
吏
代
丁
一
議
院
ノ
欲
ス
ル
桝
二
任
ス
ル
者
ア
ヮ
是
レ
各
国
ノ
同
シ
カ
ラ
サ
ル
桝
ナ
ウ
馬
等
上
組
詫
以
釆
闘
偲
 
 

ノ
重
千
ヲ
仰
キ
下
人
民
習
俗
ノ
宜
キ
ヲ
察
ス
ル
ニ
多
言
ヲ
待
タ
ス
シ
テ
甲
乙
ノ
問
ぷ
取
拍
シ
彼
レ
ヲ
斥
ケ
此
レ
ヲ
探
ル
ノ
要
領
 
 

ヲ
攫
ル
ニ
難
カ
ラ
サ
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
ナ
リ
伏
テ
惟
フ
陛
下
ノ
敦
叡
必
眈
二
瞭
然
洞
鑑
シ
テ
之
ヲ
裁
樟
ス
㌧
朗
ア
ラ
ン
今
略
梗
概
 
 

ヲ
英
へ
敢
テ
逐
傘
セ
サ
ル
者
ハ
毘
等
駄
々
最
モ
供
蛋
ヲ
致
シ
後
日
ヲ
侠
テ
更
一
－
廷
議
ヲ
鳩
シ
陳
奏
ス
ル
桝
ア
ラ
∴
／
ト
ス
ル
ナ
 
 
 

‖
リ
．
 
 
 昨

年
十
月
十
二
日
ノ
蜜
詔
ノ
旨
l
一
漫
ヒ
経
書
設
備
竣
メ
将
来
ノ
鶉
三
規
模
ヲ
構
成
ス
ル
一
l
奈
テ
ハ
臣
等
其
重
安
二
任
セ
サ
ル
コ
 
 

ト
ヲ
得
ス
窃
】
1
以
焉
ク
其
ノ
要
人
心
ヲ
匡
正
ス
ル
ニ
在
ル
ナ
リ
慧
立
憲
ノ
大
網
ハ
開
合
ヲ
開
設
ス
ん
三
凝
り
餌
食
′
用
ハ
衆
愚
 
 

ノ
琳
フ
朗
ヲ
釆
ル
ニ
在
り
故
三
園
禽
眈
－
r
開
キ
テ
而
テ
人
心
漁
裂
奔
蕩
収
拾
シ
難
キ
ー
一
重
テ
ハ
成
典
明
條
ア
リ
ト
錐
以
テ
之
力
 
 

防
ヲ
馬
ス
一
岬
足
ラ
ス
世
道
ノ
攣
ハ
常
三
人
心
二
田
ル
憲
法
ノ
行
ハ
ル
、
ト
行
ハ
レ
サ
ル
ト
其
永
久
易
（
ラ
サ
ル
ト
欒
動
偉
才
キ
 
 

ト
寧
フ
人
心
ノ
向
脊
何
如
卜
租
ル
ナ
り
政
一
－
閏
家
治
ヲ
制
ズ
ル
ノ
邁
他
ナ
シ
善
ク
人
心
ヲ
制
ス
ル
ニ
秦
ル
ノ
ミ
方
今
政
府
（
漸
 
 

進
ヲ
以
テ
標
準
ト
ス
而
テ
天
下
ノ
人
心
ハ
反
テ
急
躁
ヲ
貫
フ
上
下
ノ
博
徒
々
背
キ
テ
相
馳
ス
蓋
我
囲
民
ノ
前
日
二
於
ケ
ル
懲
俗
 
 

自
一
ラ
安
ン
シ
鋏
隅
ニ
シ
テ
外
ヲ
餞
ミ
数
百
年
ノ
問
相
囚
テ
習
ヲ
戌
シ
タ
ウ
シ
三
朝
其
焚
餞
ヲ
際
シ
外
囲
卜
交
際
ス
ル
ニ
及
テ
 
 

共
勢
遽
1
二
偏
一
1
競
率
シ
邁
焉
」
仰
熱
躁
シ
前
事
卜
相
反
勤
ス
ル
ニ
至
り
加
フ
ル
ニ
欧
洲
過
激
ノ
政
論
兜
ツ
郡
部
二
授
染
シ
青
年
 
 

子
弟
新
奇
二
心
粁
シ
テ
迷
フ
テ
返
ル
コ
、
ト
ヲ
知
ラ
サ
ル
者
清
々
ト
シ
テ
皆
是
ナ
リ
今
ノ
勢
七
由
テ
往
ク
ト
キ
ハ
其
ノ
或
ハ
大
局
 
 

制
定
の
歴
史
を
通
し
て
見
た
る
帝
隣
憲
法
の
本
義
 
 

（
二
七
）
 
こ
七
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弗
十
三
巻
 
第
一
戦
 
 

（
〓
八
）
 
こ
八
 
 

う
放
り
大
本
ヲ
傷
ツ
ケ
塵
ク
ニ
挽
癌
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ニ
至
ル
モ
亦
渕
ル
ヘ
カ
ラ
ス
此
レ
臣
等
質
一
昌
夜
寒
心
シ
テ
摺
ク
コ
ト
能
 
 

〈
サ
ル
桝
ナ
リ
窃
二
惟
フ
ー
一
人
心
ヲ
制
ス
ル
ノ
遣
之
ヲ
既
往
一
－
抑
フ
ル
ハ
則
英
米
ニ
シ
テ
之
ヲ
冥
々
ノ
問
l
l
導
キ
其
好
悪
ノ
由
 
 

テ
出
ル
朗
ヲ
病
者
矯
正
ス
ル
ヲ
以
テ
本
ト
ス
故
二
今
日
ノ
急
務
（
尤
教
育
ヲ
隕
ミ
新
進
ノ
肇
ヲ
シ
テ
平
荘
著
賛
食
入
主
卜
琴
フ
 
 

シ
メ
浮
薄
偏
僻
ノ
流
二
隋
ラ
サ
ラ
シ
ム
ル
ニ
在
り
但
現
今
ノ
勢
英
由
テ
釆
ル
朗
既
三
日
ノ
政
一
一
非
ラ
サ
ル
ト
キ
（
之
ヲ
匡
正
 
 

ス
ル
所
以
ノ
薯
右
亦
婿
一
l
久
シ
キ
ヲ
積
ソ
テ
燃
後
一
品
ハ
功
数
ヲ
親
ン
ト
ス
此
レ
亦
大
事
ヲ
暴
行
、
ス
ル
言
買
必
時
日
ヲ
要
ス
ル
 
 

所
以
ナ
ヮ
 
 

共
他
蟄
ノ
筍
且
正
伸
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
智
之
ヲ
條
貌
ス
ル
コ
ト
左
ノ
如
シ
 
 

箋
有
財
産
（
各
囲
ノ
例
】
一
依
り
閻
魔
－
分
別
シ
固
愈
ノ
毎
年
議
定
ス
ル
朗
ノ
外
二
軍
フ
シ
メ
以
テ
卓
皐
ノ
食
厳
二
於
テ
要
用
ナ
 
 

ル
供
常
ヲ
蚊
カ
サ
ル
一
州
債
フ
ヘ
シ
 
 

華
族
ノ
攣
一
於
ケ
ル
ハ
門
菓
相
承
ケ
英
耀
ノ
腰
光
－
1
籍
ル
将
氷
上
院
ヲ
組
織
シ
以
チ
畠
窒
ヲ
環
衛
シ
憲
欝
ヲ
維
持
ス
ル
ニ
於
テ
 
 

其
負
荷
極
メ
テ
重
シ
ト
謂
フ
ヘ
シ
但
封
建
ノ
飴
世
々
納
袴
二
居
ヴ
往
々
曙
霧
戯
朽
ノ
流
ク
ル
コ
ト
ヲ
免
レ
ス
今
ノ
華
族
ヲ
以
テ
 
 

椅
テ
以
テ
柱
石
ノ
茸
二
任
セ
ン
ト
ス
ル
ハ
或
ハ
英
名
驚
相
柄
ハ
サ
ル
コ
ト
ヲ
恐
ル
、
ナ
ガ
今
宜
ク
其
章
弟
ヲ
教
育
シ
示
ス
ラ
万
 
 

割
ヲ
以
テ
シ
甚
志
気
ヲ
振
作
シ
其
精
柵
ヲ
磨
拗
シ
畢
識
有
馬
ノ
人
ヲ
シ
テ
其
周
－
壷
起
セ
シ
ム
ル
ニ
足
り
叉
梢
管
制
ヲ
改
良
シ
 
 

其
腐
朽
ヲ
ま
り
換
フ
ル
ニ
清
新
ノ
元
素
ヲ
以
テ
ス
ヘ
キ
ナ
リ
 
 

人
民
ノ
上
流
三
位
雷
シ
固
ノ
重
力
ヲ
荷
フ
コ
ト
輩
族
三
次
ク
者
ヲ
士
族
ト
ス
而
テ
士
族
ハ
制
度
ノ
攣
一
因
ヴ
新
ク
エ
共
産
ヲ
失
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ヒ
其
大
牢
ハ
宋
夕
叫
定
′
方
杏
ア
ラ
ス
此
レ
尤
宜
ク
意
ヲ
加
へ
テ
安
撫
鰍
導
シ
其
報
放
ヲ
収
メ
息
艮
ノ
門
族
タ
ラ
シ
ム
ヘ
シ
 
 
 

行
政
各
部
ノ
樺
眼
童
任
監
督
ノ
方
法
及
選
蓉
ノ
規
則
並
二
秩
然
整
頓
シ
條
ア
リ
テ
黄
レ
ス
以
テ
立
法
議
院
卜
相
應
答
ス
ル
ニ
足
 
 
 

ラ
シ
ム
ヘ
シ
而
テ
嘗
創
ノ
飴
屡
改
良
ヲ
経
ク
リ
ト
雄
偽
完
備
≠
紋
キ
未
夕
散
漫
ヲ
免
レ
サ
ル
者
ア
り
 
 

合
計
ノ
二
啓
一
二
仝
テ
ハ
尤
モ
民
心
ノ
闊
ス
ル
所
輿
論
ノ
指
ス
朝
夕
り
蓋
維
新
ノ
柴
穂
川
氏
積
弊
J
飴
ヲ
承
ケ
加
フ
ル
ニ
武
功
文
 
 

治
二
時
並
蓼
ケ
陸
梅
二
軍
ヲ
草
始
シ
外
交
ヲ
贋
偵
シ
囲
費
ノ
雑
多
デ
ル
前
古
ノ
未
夕
曾
テ
見
サ
ル
朗
タ
ワ
而
テ
朝
廷
専
ラ
仁
慈
 
 
 

ノ
政
ヲ
激
キ
税
率
ヲ
冤
滅
シ
巣
南
ヲ
勧
奨
ス
蓋
卑
官
減
膳
ノ
莫
ア
ヮ
テ
愈
計
仇
快
乏
ヲ
資
ク
ル
コ
ト
ヲ
発
レ
サ
ル
ハ
典
故
亦
知
 
 

り
如
キ
ニ
非
ラ
サ
ル
ナ
リ
現
在
出
入
相
慣
ハ
サ
ル
一
l
非
ス
而
テ
急
ナ
ル
朗
ノ
者
ハ
紙
幣
ノ
鋪
却
一
－
在
り
臣
等
略
其
方
法
ヲ
憲
実
 
 

シ
歩
行
ス
ル
所
ア
ラ
ン
ト
ス
 
 
 

以
上
数
件
臣
等
廷
臣
一
旗
】
－
心
ヲ
努
シ
旛
ヲ
致
シ
カ
ノ
及
フ
所
ヲ
轟
シ
成
緒
テ
ル
ヲ
朔
シ
以
テ
陛
下
ノ
盛
意
二
奉
答
シ
脚
力
没
 
 

献
ノ
莫
ヲ
賛
襲
セ
ン
コ
ト
ヲ
願
フ
朗
ナ
ウ
勝
二
廷
臣
卜
其
節
目
ヲ
審
議
シ
遽
東
上
奏
喜
以
テ
艶
裁
ヲ
乞
ハ
ン
ト
ス
臣
賛
美
等
調
 
 
 

性
誠
恐
頓
首
 
 

明
治
十
五
年
二
月
二
十
四
日
 
 

制
定
の
歴
史
を
池
．
し
て
見
た
る
帝
国
憲
法
の
本
義
 
 
 

機
「
 
 
 

左
大
臣
 
 

岩
 
 

右
大
臣
 
 

太
政
大
臣
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第
十
二
番
 
第
 
則
 
渋
 
 

（
ニ
5
）
 
t
ニ
○
 
 
 

吾
々
は
愈
々
結
論
を
ー
陳
適
す
べ
き
場
合
に
到
達
し
た
。
大
隈
の
奏
議
と
岩
倉
の
意
見
書
を
通
し
て
見
る
と
き
、
聴
聞
憲
法
は
明
か
 
 

に
大
株
再
開
主
義
で
あ
る
。
そ
れ
は
議
院
内
閣
を
否
認
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
議
院
内
観
着
必
曹
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
憲
法
 
 

の
大
臣
烹
任
は
天
皇
に
封
す
る
も
の
で
あ
り
、
叉
個
別
の
糞
任
で
あ
る
。
．
連
帯
煮
任
は
議
院
内
閣
制
の
上
に
坐
れ
た
る
受
任
制
度
で
 
 

あ
つ
て
内
閣
が
叫
政
乾
か
ら
城
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
ゐ
る
。
内
閻
が
仙
政
寛
よ
り
成
る
と
き
、
各
大
臣
の
行
ふ
政
魔
は
そ
の
ま
ゝ
 
 

改
造
の
政
貸
で
あ
る
省
で
あ
る
。
政
基
の
政
策
を
行
冬
眠
り
、
そ
の
次
鯉
に
奥
ら
ざ
り
し
故
を
以
て
茸
任
を
登
る
1
を
得
な
い
。
大
 
 

臣
が
他
省
大
臣
所
管
の
政
務
に
つ
き
連
帯
し
て
茸
に
任
す
る
の
は
此
の
埋
に
因
る
の
で
あ
る
。
簡
閲
議
合
は
天
皇
の
統
治
機
開
で
あ
 
 

る
。
そ
の
櫨
限
は
語
法
に
議
昏
の
協
賛
脊
必
要
と
し
た
る
立
法
事
項
、
預
算
、
其
他
議
禽
の
擢
狼
に
嵐
せ
し
め
ら
れ
仁
る
寄
項
を
外
 
 

に
し
て
は
、
特
に
試
食
に
附
話
せ
ら
れ
た
る
事
項
に
限
り
之
努
審
議
し
待
る
に
止
る
。
桝
謂
自
由
立
法
事
項
に
つ
き
、
試
命
に
本
来
 
 

協
賛
癖
あ
ら
と
な
す
は
誤
で
あ
る
。
天
皇
は
統
治
楷
を
繚
捜
し
、
憲
法
が
議
禽
の
協
賛
を
必
要
と
し
た
る
事
項
、
及
裁
判
所
に
委
任
 
 

し
て
行
は
し
む
る
を
憲
法
上
の
要
件
と
し
た
る
事
項
を
除
き
て
は
そ
の
す
べ
て
を
親
裁
せ
ら
る
～
繹
で
あ
る
。
憲
法
は
明
か
に
大
横
 
 

（
未
 
完
）
 
 

内
観
主
義
で
あ
り
、
自
由
主
義
、
民
主
主
義
に
反
封
す
る
意
味
に
於
て
君
主
章
義
で
あ
る
。
 
 

附
託
 
本
署
迄
の
要
顎
 
て
序
説
 
二
、
五
箇
條
の
御
督
文
を
通
し
て
見
た
る
憲
法
の
本
義
 
三
、
明
治
八
年
の
聖
詔
を
中
心
と
し
て
見
た
 
 

ろ
憲
法
の
本
義
 
四
、
明
治
九
年
の
国
憲
起
創
勅
語
と
之
に
基
き
起
創
ノ
せ
ら
れ
た
る
元
老
院
の
国
憲
安
む
迫
L
て
見
た
る
療
法
の
本
義
 
 

（
以
ヒ
覇
躾
迄
）
 
五
．
明
治
十
四
年
の
政
靡
を
逸
し
て
見
た
る
態
法
の
本
義
（
本
躾
）
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